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月
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と
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事

お
わ
り
に

は
じ
め
に

今
も
多
く
の
家
庭
で
は
、
毎
年
同
じ
月
の
決
ま
っ
た
自
に
は
、
決
ま
っ
た
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
家
庭
や
村
落
な
ど
の
或
る
集
団
ど

と
に
、
「
し
き
た
り
」
と
し
て
営
ま
れ
る
ζ

れ
ら
の
年
中
行
事
は
、

社
会
生
活
や
家
族
形
態
の
変
化
に
と
も
な
い
、
そ
の
多
く
が
消
滅
し

（
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て
い
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
忍
も
の
も
数
多
く
あ
る
。
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乙
と
で
は
、
肥
前
国
唐
津
藩
領
の
庄
屋
が
記
し
た
寛
保
二
年
『
日
記
』
を
も
と
に
し
て
、
当
時
の
年
中
行
事
の
あ
り
方
や
圧
屋
と
し
て

村
の
生
活
と
年
中
行
事

四
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村
の
生
活
と
年
中
行
事
・

四
六

の
職
務
内
容
、
教
育
活
動
な
ど
を
、
一
年
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
と
れ
は
、
従
来
の
歴
史
学
に
お
け
る
近
世
村
落
史
研
究

が
構
造
的
側
面
を
重
視
す
る
の
に
対
し
、
習
俗
・
慣
行
な
ど
に
つ
い
て
の
民
俗
学
的
成
果
を
組
み
込
む
と
と
に
よ
り
、
近
世
村
溶
の
実
像

〈

3
）

を
把
握
し
よ
う
と
す
る
第
一
歩
で
あ
る
。

対
象
地
域
の
唐
津
藩
領
は
、
現
在
の
佐
賀
県
西
部
に
あ
た
り
、
九
州
の
北
西
端
に
位
置
す
忍
。

ζ

の
地
域
は
、
朝
鮮
半
島
や
大
陸
と
の

在
来
が
古
く
か
ら
聞
け
た
地
域
で
あ
り
、
中
世
に
は
松
浦
党
が
、
近
世
に
は
豊
臣
秀
吉
が
と
ζ

を
根
拠
地
と
し
て
大
陸
進
出
を
企
て
た
。

地
域
内
は
、
松
浦
川
・
伊
万
里
川
・
有
田
川
な
ど
の
流
域
に
狭
少
な
平
野
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
多
く
は
玄
武
岩
台
地
か
ら
な
る
上
場
台
地

（
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に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

〔註〕

（1
〉
柳
田
国
男
「
年
中
行
事
覚
書
」
（
『
定
本
榔
回
国
男
集
』

一
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
七
年
）
。

（2
〉
相
知
町
図
書
館
所
蔵
の
「
峯
家
文
書
」
に
は
、
元
文
・
寛
保
期
か
ら
明
治
期
に
い
た
る
庄
屋
日
記
が
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
内
容
的
に
農
富

な
寛
保
二
年
分
の
日
記
を
中
心
に
用
い
る
。

（3
〉
現
在
、
社
会
史
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
歴
史
学
で
も
生
産
・
消
費
・
娯
楽
な
ど
の
生
活
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
成
果

が
出
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
古
川
貞
雄
『
村
の
遊
び
日
』
（
平
凡
社
、
昭
和
六
一
年
〉
、
渡
辺
尚
志
「
近
世
農
民
の
生
業
と
生
活
」
（
『
史
料
館
研
究

紀
要
』
ニ
O
号
、
平
成
元
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（4
〉
『
東
松
浦
郡
史
』
、
『
唐
津
市
史
』
。

一五巻、

筑
摩
書
房
、
昭
和
三
八
年
）
、

折
口
信
夫
「
年
中
行
事
」
（
『
折
口
信
夫
会
集
』

ハ
1
v
唐
津
藩
と
そ
の
店
屋
の
特
徴

ま
ず
、
唐
津
藩
お
よ
び
庄
屋
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
と
う
。
文
禄
二
年
、

そ
れ
ま
で
上
松
浦
地
方
を
領
有
し
て
い
た
松
浦
党
の
一



派
、
波
多
氏
は
、
文
禄
の
役
で
の
戦
い
ぶ
り
を
豊
臣
秀
吉
に
卑
怯
だ
と
各
め
ち
れ
て
所
慣
を
没
収
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
秀
吉
の
取
立
大
名

で
あ
る
寺
沢
広
高
が
領
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
関
ケ
原
戦
後
に
は
、
天
草
の
小
西
行
長
没
収
領
を
加
増
さ
れ
た
が
、
正
保
四
年
、
嫡
子
な

〈
御
家
断
絶
と
な
っ
た
。
唐
津
藩
領
は
一
年
間
ほ
ど
幕
府
領
と
な
っ
た
が
、
慶
安
二
年
、
播
磨
国
明
石
よ
り
譜
代
大
名
の
大
久
保
氏
が
入

封
し
て
以
来
、
松
平
氏

l
土
井
氏

i
水
野
氏
｜
小
笠
原
氏
と
、
藩
主
が
交
代
し
た
。
支
配
領
域
は
減
少
し
た
が
、

あ
る
〈
表
1
）
。

唐
津
藩
は
幕
府
よ
り
遠
隔
の
地
に
あ
り
、
ま
た
長
崎
監
務
の
軍
役
が
課
さ
れ
て
い
た
た
め
、

い
ず
れ
も
譜
代
大
名
で

そ
の
藩
主
は
中
央
の
幕
閣
人
事
か
ら
除
外

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
唐
津
藩
に
幕
間
中
枢
の
役
職
に
就
き
う
る
家
筋
の
譜
代
大
名
が
入
封
し
て
お
り
、
ま
た
、

唐津 藩 主 の 変 遷〔表1〕

83,000石

123,000 

高

回，000

70,000 

70,000 

60,000 

60,000 

表在任年

文様3(1594）以降

寛永4(1627) 

正保4(1倒7)

慶安2(1倒的

寛文10(1670)

II 6 (1678) 

貞享4(1687〕

元禄3(1690) 

II 4 (1691) 

正徳3(1713) 

元文1(1736) 

延享1(1744) 

宝暦12(1762)

安永4(1775) 

文化2(1805) 

" 9 (1817) 

II 14(1817) 

文政6(1823) 

天保4(1図的

" 7 (1田6)

II 12(1841) 

藩主名

寺沢志摩守広高

兵庫頭堅高

（天領）

大久保加賀守忠職

加賀守忠朝

松平和泉守乗久

和泉守乗春

和泉守乗邑

土井周防守利益

大炊頭利実

大炊頭利延

大炊頭利里

水野和泉守王宮、任

左近将監忠鼎

和泉守忠光

和泉守·~、邦

小笠原主殿頭長昌

壱岐守長泰

能登守長会

佐渡守長和

H 佐渡守長国

村
の
生
活
と
年
中
行
事

そ
れ
ら
の
譜
代
大
名
が
同

(1）寺沢広高は関ケ原の戦後、天草4万石を加え、
竪高は島原の乱役、天草4万石を失った。

(2）松平氏入部の時、筑前園恰土郡の唐津藩領の内
1万石が上地，3,000石が次男好兼に分知する。

(3）水野氏入封の時、恰土郡に残る唐津藩領と松浦
郡の1部合わせて1万石が上地。

(4）水野忠邦、松浦郡のうち 1万石（草高，17,00拓）
を土地する。これにより実高6万石となる。

〔註〕『唐津市史』『相知町史』により作成。
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〔表2〕唐津藩庄屋の転村

予報〉き（瑚）参大久保）号（聞き（土井〉ト野）ft村
の
生
活
と
年
中
行
事

代

0（回〉

' '0（回／年） I o I 0.2 I 2.1 I 1.22 I 2.96 
〔註〕文化11年『大小庄屋由諸書上限』〈「松尾文書」松尾悠氏所蔵）により

作成占

回
J¥ 

藩
地
か
ら
転
封
後
、
幕
閣
で
の
昇
進
を
遂
げ
て
い
る
事
実
は
、
幕
藩
体
制
下
の
譜
代
唐
津
藩
の
地
位
が
、

中
央
の
幕
府
要
職
か
ら
の
一
時
的
な
左
遷
転
封
地
で
あ
る
一
方
、
幕
閣
要
路
へ
の
一
階
梯
の
譜
代
藩
で

も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
忍
。
こ
う
し
て
、
唐
津
骨
格
で
は
、
新
入
封
の
譜
代
大
名
が
再
び
幕
府
政
治

に
復
帰
し
よ
う
と
す
る
と
と
か
ら
、
転
封
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
れ
が
唐
津
藩
の
最
大
の
政

（

1
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治
的
特
質
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

唐
津
藩
の
圧
屋
は
大
・
小
圧
犀
に
分
か
れ
、
小
庄
屋
は
一
カ
村
を
、
大
庄
屋
は
数
カ
村
か
ら
数
十
カ

を
管
轄
し
た
。
彼
ら
は
、
庄
屋
給
（
大
庄
屋
l
ニ
t
一ニ石、

村
か
ら
な
る
「
組
」

小
庄
屋
l
一
右
ほ

157 88 3 6 。転村件数

転村頻度

ど
）
、
庄
屋
扶
持
米
（
村
の
毛
付
高
の

0
・
0
一N
乏
の
基
本
役
料
の
ほ
か
、
大
圧
屋
は
組
中
の
村
々
か

ら
年
間
、
人
夫
一

O
O人
づ
っ
（
大
久
保
氏
時
代
か
ら
五

O
人
）
を
徴
収
で
き
た
し
、
小
庄
屋
は
居
村

か
ら
年
間
、
三
日
づ
っ
〈
文
化
期
か
ら
一
日
）
村
民
を
自
由
に
使
役
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ζ

れ
ら
匝

屋
層
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
松
浦
党
波
多
氏
・
鶴
田
氏
・
草
野
氏
等
の
系
藷
を
ひ
き
、
庄
屋
家
系
の
者

で
な
け
れ
ば
、
庄
屋
に
な
れ
な
い
慣
例
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
は
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
旧
来
の
庄

屋
に
代
わ
る
新
輿
勢
力
が
現
れ
、
彼
ら
が
村
方
騒
動
な
ど
を
通
し
て
庄
屋
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
く
よ

う
に
な
る
が
、
唐
津
藩
で
は
圧
屋
家
系
の
連
続
性
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
系
譜
を
記
し
た
文
化
十
一

〈

2
》

年
『
大
小
庄
屋
由
緒
書
上
帳
』
に
よ
る
と
、
記
載
一
一
ム
ハ
カ
村
の
庄
屋
す
べ
て
が
近
世
初
頭
、
臣
屋
に

任
命
さ
れ
た
圧
屋
家
系
の
者
で
あ
り
、
名
頭
な
ど
の
別
家
系
か
ら
庄
屋
と
な
っ
た
例
は
な
い
。
彼
ち
圧

屋
層
は
、
婚
姻
等
を
通
じ
て
横
の
結
び
付
き
を
も
ち
、
「
庄
屋
党
」
と
さ
え
呼
ば
れ
て
い
た
。

庄
屋
同
士
の
連
帯
性
、
あ
る
い
は
庄
屋
と
一
般
農
民
層
と
の
聞
の
紐
帯
を
弱
め
、
庄
屋
を
徴
税
役
人
化
す
る
と
こ
ろ
の
庄
屋
転
村
制

は
、
大
久
保
氏
の
時
代
に
は
じ
ま
る
が
、
先
の
史
料
に
記
さ
れ
た
一
二
ハ
カ
村
の
う
ち
一
一
一
カ
村
の
圧
屋
が
転
村
庄
屋
で
あ
り
、
転
村

年



し
て
な
い
相
続
庄
屋
は
五
カ
村
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
転
村
の
頻
度
は
年
代
の
下
降
と
と
も
に
高
く
な
っ
て
い
る
（
表

2
1

転
村
制
は
、
庄
屋
所
持
地
の
性
格
も
一
変
さ
せ
た
。
あ
る
村
の
庄
屋
が
転
村
し
た
場
合
、
そ
の
圧
屋
所
持
の
田
畑
屋
敷
は
跡
庄
屋
に
与

え
ら
れ
る
か
ら
、
転
村
庄
屋
の
所
持
地
は
庄
屋
役
に
付
随
し
た
役
地
的
性
格
の
も
の
と
な
る
。
一
方
、
相
続
臣
屋
は
、
寺
沢
氏
の
取
り
立

て
以
来
、
転
村
す
る
ζ

と
な
く
そ
の
村
の
圧
屋
投
を
務
め
て
お
り
、
そ
の
持
地
も
自
己
占
有
地
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
庄
屋
の

持
高
を
、
佐
志
組
佐
志
村
の
大
庄
屋
に
み
る
と
、
寛
延
二
年
よ
り
明
治
四
年
ま
で
の
問
、
大
庄
屋
所
持
高
は
六
四
・
七
八
五
石
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
四
国
の
大
庄
屋
転
村
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
役
地
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
ζ

と
に
な
る
。
ま
た
、
当
時
の
『
免
割

〈

3
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帳
』
に
よ
っ
て
、
佐
士
山
村
の
持
高
構
成
を
検
討
す
忍
と
、
大
庄
屋
の
ほ
か
に
三

O
石
以
上
を
所
持
す
る
も
の
は
い
な
い
。
他
方
、
六
四
石

を
所
持
す
る
大
庄
屋
は
、
圧
倒
的
な
経
済
的
優
位
性
を
保
持
し
て
い
た
と
と
に
な
る
。
他
の
村
々
の
小
圧
屋
に
つ
い
て
も
、
同
じ
と
と
が

い
え
る
。
小
庄
屋
の
持
高
は
、
村
の
規
模
に
あ
る
程
度
比
例
し
て
、
村
高
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
持
高
も
小
さ
く
な
っ
て
い
る
が
、
村
高
の

五

t
一
O
M
mほ
ど
を
所
持
し
て
い
た
。
そ
の
う
え
、
庄
屋
持
高
に
ほ
、

ハ
4
〉

ら
れ
る
な
ど
、
経
済
的
優
遇
策
が
採
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
般
農
民
層
よ
り
も
、

一
t
二
割
ほ
ど
低
い
「
庄
屋
免
」
が
か
け

と
う
し
た
庄
屋
層
の
存
在
形
態
が
、
唐
津
落
の
農
村
社
会
を
一
面
で
規
定
し
た
。
近
世
中
期
以
降
、
唐
津
藩
領
に
お
い
て
も
、
格
な
ど

の
商
品
生
産
は
あ
る
程
度
展
開
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
と
も
な
う
農
民
層
の
分
解
現
象
は
顕
著
で
な
く
、
貧
農
層
の
増
大
、
臣
屋
層
な
ど

村
方
地
主
の
豪
農
化
の
傾
向
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
著
し
く
な
る
の
は
、
と
と
で
対
象
と
す
る
寛
保
期
を
ぢ
ら
に

降
っ
た
頃
で
あ
る
。
寛
政
元
年
、
平
原
組
矢
作
村
で
庄
屋
義
十
郎
の
不
正
を
訴
え
る
騒
動
が
起
と
っ
た
。
藩
は
、
平
原
組
内
の
庄
屋
ら
に

〈

5）

岡
村
の
村
勘
定
帳
を
調
査
さ
せ
た
と
ζ

ろ
不
正
が
判
明
し
た
が
、
庄
屋
の
罷
免
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
赤
木
村
で
も
享
和
二
年
、

同
村
大
庄
屋
の
村
入
用
不
正
を
村
民
が
訴
え
た
結
果
、
徒
罪
三
人
・
叱
り
三
人
を
出
し
、
大
庄
屋
佐
々
木
九
十
郎
も
役
儀
取
り
上
げ
の
う

え
、
押
込
に
処
せ
ら
れ
た
。
唐
津
藩
で
も
近
世
後
期
に
な
る
に
し
た
が
い
、
と
れ
ら
の
村
方
騒
動
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
三
年

村
の
生
活
と
年
中
行
事

に
は
、
庄
屋
を
直
接
に
攻
撃
対
象
と
し
た
騒
動
が
起
と
っ
て
い
る
。
明
治
三
年
一
撲
で
は
、
全
領
域
か
ら
農
民
が
「
虹
の
松
原
」
へ
集
会

四
九



村
の
生
活
占
年
中
行
事

五
CJ) 

（

7
）
 

田
畑
を
失
っ
た
貧
農
層
が
質
地
永
代
売
渡
し
の
白
畑
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

背
景
に
は
、
貧
農
層
の
広
範
な
存
在
と
、
圧
屋
層
の
豪
農
化
現
象
が
あ
る
。

本
稿
が
対
象
と
す
る
近
世
中
期
の
庄
屋
層
は
、
転
村
制
に
よ
り
役
人
的
性
格
を
帯
び
て
き
て
い
る
が
、
い
ま
だ
村
落
共
同
体
の
長
と
じ

て
、
村
民
の
共
通
意
志
を
代
表
す
忍
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら
庄
屋
層
が
、
唐
津
藩
全
領
民
の
惣
代
と
し
て
闘
っ
た
一
撲
に
、
宝
暦
九
年
の

代
表
越
訴
が
あ
総
当
時
の
唐
津
藩
主
は
土
井
利
里
で
あ
り
、
同
年
、
彼
が
奏
者
番
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
津
藩
領
民
は
土

井
氏
の
転
封
を
予
想
し
て
、
転
封
反
対
の
越
訴
を
展
開
し
た
。
奏
者
番
は
幕
閣
要
路
へ
の
一
階
梯
で
あ
り
、
さ
ら
に
昇
進
を
望
む
と
す
れ

し
て
き
で
お
り
、

そ
の
発
端
は
、

一
撲
の

J

・6
、

に
、
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
。
乙
の
代
表
越
訴
は
、
庄
屋
層
が
指
導
し
て
お
り
、
と
く
に
大
庄
屋
が
城
下
町
に
会
合
し
て
、
江
戸
へ
の
越

中
央
地
帯
へ
の
転
封
が
必
要
で
あ
っ
た
。

と
の
こ
と
を
唐
津
藩
領
民
も
経
験
的
に
知
っ
て
お
り
、

正
式
な
転
封
令
が
出
さ
れ
る
前

訴
を
決
定
し
、
代
表
と
し
て
一
一
一
人
の
大
庄
屋
を
送
り
出
し
て
い
る
。
結
果
的
に
こ
の
越
訴
は
失
敗
に
お
わ
り
、
土
井
氏
は
、
宝
暦
十
二
年

に
下
総
古
河
藩
へ
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
苅
新
た
に
唐
津
藩
へ
入
部
し
て
き
た
水
野
氏
は
、
永
川
・
砂
押
な
ど
の
無
年
貢
地
へ
の
課
税

和
八
年
「
虹
の
松
原
」

や
新
運
上
賦
課
な
ど
、
従
来
の
諸
制
度
を
改
め
て
年
貢
諸
役
増
徴
を
行
っ
た
。

ζ

れ
ら
水
野
氏
の
新
政
策
に
反
対
す
る
一
授
と
し
て
、
明

（

9
〉

一
授
が
あ
る
。
乙
の
一
撲
に
庄
屋
層
は
直
接
参
加
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
指
導
者
は
平
原
組
平
原
村
の
大
庄
屋
富

田
才
治
で
あ
り
、
ま
た
、
庄
屋
層
が
一
撲
解
散
後
に
農
民
の
要
求
を
肩
代
わ
り
し
て
、
ほ
ぽ
全
面
的
に
要
求
を
勝
ち
得
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
唐
津
藩
で
は
藩
主
の
転
封
を
契
機
と
し
て
、
諸
騒
動
が
発
生
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
新
た
に
入
部
し
て
き
た
藩
主
が
従

来
の
諸
制
度
を
変
更
し
て
、

よ
り
強
力
な
領
民
支
配
を
行
お
う
と
し
、

そ
の
多
く
が
年
賞
諸
役
の
増
徴
へ
と
結
び
付
い
て
い
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
宝
暦
九
年
の
代
表
越
訴
や
明
和
八
年
の
「
虹
の
松
原
」

一
撲
発
生
の
あ
り
方
は
、
唐
津
港
の
政
治
的
特
質
か
ら
も
た
ら
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
の
庄
屋
層
は
強
国
な
連
帯
性
を
も
っ
て
い
忍
。
そ
の
連
帯
性
を
支
え
る
も
の
は
、
婚
姻
や
「
松
浦
党
」
と
い

う
血
縁
的
な
結
び
付
き
だ
け
で
な
く
、
頻
繁
な
藩
主
の
転
封
と
い
う
唐
津
藩
の
政
治
的
特
質
で
あ
っ
た
。
藩
主
の
転
封
は
諸
制
度
の
改
編

を
意
味
し
て
い
た
か
ら
、
唐
津
藩
庄
屋
層
は
横
の
結
び
付
き
を
強
め
、
新
た
な
藩
主
に
対
処
し
な
け
れ
ば
、
従
来
の
様
々
な
運
動
に
よ
り



圧
屋
は
、

（

却

）

そ
の
成
員
を
指
し
て
「
仲
ケ
間
三
拾
人
」

勝
ち
得
た
諸
制
度
は
容
易
に
変
更
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
諸
史
料
の
な
か
で
、

「
馬
場
ニ
組
中
仲
ケ
間
寄
飴
な
ど
と
記
し
て
お
り
、
そ
の
連
帯
性
寺
っ
か
が
う
と
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
本
稿
で
使
用
す
る
『
日
記
』
の
筆
者
、
向
平
蔵
が
圧
屋
そ
務
め
る
梶
山
村
に
つ
い
て
述
べ
て
お
と
う
。
梶
山
村
は
、
松
浦
川
支

ハロ〉

流
厳
木
川
の
左
岸
、
平
山
川
が
厳
木
川
へ
合
流
す
る
地
点
に
位
置
し
、
明
治
十
二
年
に
相
知
村
と
合
併
し
た
。
一
元
禄
四
年
『
指
出
帳
』
に

よ
る
と
、
村
高
一
ニ

O
四
石
九
二
八
合
、
畝
数
ご
一
町
六
反
余
で
あ
り
、
家
数
三
五
軒
、
人
数
一
七
九
人
、
牛
馬
数
一
七
疋
の
村
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
文
化
年
間
の
『
唐
津
領
惣
寄
高
』
に
な
る
と
、
村
高
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
畝
数
は
一
四
町
六
反
余
に
増
加
し
、
家
数
も

ハ
μ）

五
五
軒
に
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
十
六
年
の
長
崎
県
時
代
、
唐
津
地
方
を
調
査
し
た
『
長
崎
県
肥
前
国
東
松
浦
郡
誌
』
に
は
、

其
色
ハ
淡
黒
、
其
質
ハ
中
ノ
上
ニ
位
ス
、
特
佃
梁
豆
麦
一
一
適
シ
、
畑
地
ハ
豆
麦
ニ
宜
シ
、
山
林
中
松
茸
ヲ
産
ス
、
其
質
他
産
ニ
秀
ツ
、
水

利
便
ニ
水
皐
損
ノ
患
ヒ
サ
ナ
シ

と
あ
り
、
梶
山
村
は
水
利
便
も
よ
く
、
「
中
ノ
上
」
の
地
味
で
あ
る
。
と
と
に
は
、
「
松
浦
党
」
梶
山
氏
の
砦
跡
が
あ
り
、
現
在
も
堀
の
跡

が
残
っ
て
い
る
。
問
村
の
圧
屋
は
、
近
世
初
期
に
「
松
浦
党
」
波
多
氏
の
旧
臣
峯
孫
兵
衛
順
が
初
代
庄
屋
と
な
り
、
以
来
峯
氏
が
幕
末
ま

で
世
襲
し
た
。
梶
山
村
圧
屋
が
峯
氏
の
世
襲
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
日
記
』
の
筆
者
平
蔵
が
向
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
の
は
、
向
家

か
ら
峯
家
へ
の
養
子
で
あ
っ
た
と
と
に
よ
る
。
平
蔵
の
生
家
、
向
家
は
梶
山
村
が
属
す
る
馬
場
組
馬
場
村
の
大
庄
屋
で
あ
り
、
波
多
民
の

旧
臣
か
ら
大
庄
屋
に
任
命
さ
れ
て
以
来
、
安
、
氷
三
年
ま
で
馬
場
組
大
庄
屋
を
務
め
た
。
梶
山
・
馬
場
村
を
記
し
た
元
禄
四
年
「
村
絵
図
」

ハ日）
に
よ
る
と
、
両
家
は
近
接
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
村
境
に
あ
っ
た
。

と
の
よ
う
に
、
梶
山
村
の
峯
家
・
馬
場
村
の
向
家
は
、
棺
互
に
婚
姻
等
を
通
じ
て
結
び
付
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
平
蔵
が
梶
山
村
庄
屋

を
務
め
て
い
た
頃
の
馬
場
組
大
庄
屋
は
、
従
兄
弟
の
向
杢
弥
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
向
杢
弥
の
妻
は
、
平
原
組
の
大
庄
震
、
且
つ
「
虹
の

松
原
」
一
挟
の
指
導
者
で
あ
る
富
田
才
治
の
姉
で
あ
つ
い
W
平
蔵
の
『
日
記
』
を
み
る
と
、
宮
田
氏
と
の
聞
に
交
わ
し
た
手
紙
な
ど
、
数

（

U
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十
通
に
お
よ
ん
で
い
る
と
と
が
わ
か
る
が
、
現
存
す
る
の
は
こ
通
だ
け
で
あ
る
。

村
の
生
活
と
年
中
行
事

五



村
の
生
活
と
年
中
行
事

五

〔註〕

（
1
）
拙
稿
「
藩
主
の
転
封
と
領
民
動
揺
を
め
ぐ
る
問
題
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
四
七
号
、
昭
和
六
一
年
）

（
2
）
「
松
尾
文
書
」
（
松
尾
悠
氏
所
蔵
）
。
名
古
屋
組
の
大
庄
屋
文
書
。

（
3
）
「
岸
田
家
文
書
」
（
唐
津
市
図
書
館
所
蔵
）
。
佐
志
組
の
大
圧
屋
文
書
。

（
4
）
拙
稿
「
近
世
後
期
・
明
治
初
期
に
お
け
る
唐
津
藩
の
農
民
闘
争
」
（
丸
山
落
成
編
『
幕
藩
制
下
の
政
治
と
社
会
』
、
文
献
出
版
、
昭
和
五
八
年
）
。

（
5
）
寛
政
元
年
『
公
儀
御
触
御
書
出
写
』
（
「
名
古
屋
松
尾
文
書
」
、
九
州
大
学
文
学
部
附
属
九
州
文
化
史
研
究
施
設
所
蔵
）
乙
の
史
料
は
註
（
2
）
の
も

の
と
同
一
の
庄
屋
史
料
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
分
割
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
享
和
二
年
『
御
触
書
留
帳
』
（
「
名
古
屋
松
尾
文
書
」
）
。

（
7
）
（
4
）
に
同
じ
。

（
8
）
拙
稿
「
『
越
訴
』
と
代
表
者
の
旅
」
（
『
日
本
近
世
交
通
史
論
集
』
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
一
年
）
、
前
掲
拙
稿
「
藩
主
の
転
封
と
領
民
動
揺
を
め

ぐ
る
問
題
」
。

（
9
）
拙
稿
「
明
和
八
年
の
『
虹
の
松
原
』
一
挨
」
（
丸
山
菜
成
編
『
幕
藩
体
制
の
新
研
究
』
、
文
献
出
版
、
昭
和
五
七
年
）
。

（
刊
）
宝
暦
九
年
の
代
表
越
訴
を
記
し
た
『
公
訴
劉
記
』
（
「
志
気
村
圧
屋
文
書
」
、
富
岡
行
昌
氏
所
蔵
）
。

（
日
）
寛
保
二
年
『
日
記
』
九
月
三
日
条
（
「
峯
家
文
書
」
）
。
梶
山
村
が
属
す
る
馬
場
組
内
で
は
、
庄
屋
寄
合
が
年
間
数
度
開
か
れ
て
い
る
。

（
ロ
）
「
峯
家
文
書
」
、
『
相
知
町
史
』
資
料
編
。

（
日
）
一
，
松
浦
拾
夫
風
土
記
」
（
『
松
浦
叢
書
』
下
巻
、
昭
和
九
年
）
。

（
H
）
唐
津
市
図
書
館
所
蔵
の
複
製
本
。

（
日
）
「
峯
家
文
書
」
。

（
日
）
『
相
知
町
史
』
上
・
下
巻
。

（
げ
）
「
峯
家
文
書
」
。
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正
月

t
六
月
の
生
活
と
年
中
行
事

（
正
月
〉

年
中
行
事
の
あ
り
方
を
帰
納
的
に
み
る
と
、
そ
と
に
は
一
年
を
両
分
す
る
思
考
が
あ
る
。
春
秋
の
彼
岸
な
ど
、
類
似
の
行
事
を
二
度
繰

り
返
し
て
行
う
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
と
と
を
折
口
信
夫
は
、
「
六
月
の
末
か
ら
七
月
へ
か
け
て
ほ
、
年
の
改
ま
る
時
で
あ
る
。
日
本
で
は

正
月
か
ら
十
二
月
ま
で
一
つ
づ
き
に
一
年
と
考
え
な
い
で
、
六
月
を
境
に
、
一
年
を
二
期
に
分
け
て
考
え
た
」
と
い
白
山
つ
ま
り
、

年

は
正
月
と
盆
で
両
分
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
向
平
蔵
の
寛
保
二
年
『
日
記
』
の
正
月
の
記
事
か
ら
み
て
い
こ
う
。

一
、
正
月
朔
日

天
気
快
晴
、
未
明
・
8
南
風
静
ニ
吹
立
春
也
、
民
ノ
中
刻
起
旭
日
映
窓
候
、
若
水
－
一
而
手
洗
、
先
ツ
茶
呑
、
焼
餅
喰
、
夫
・
8
麻
上
下
着

シ
隠
宅
祖
母
様
へ
初
入
、
神
主
拝
罷
婦
、
雑
煮
（
家
内
不
残
喰
）
土
器
－
一
両
盃
酬
酷
致
（
清
酒
）
、
巳
ノ
下
刻
吉
書
始
、
厳
父
様
之

歳
旦
詩
ニ
和
韻
致
ス
、
午
ノ
上
刻
セ
チ
本
膳
（
一
汁
三
菜
）
、
家
族
（
太
左
衛
門
・
与
二
兵
衛
・
伊
助
・
甚
蔵
）
来
、
其
後
暫
休
ミ
、

午
ノ
下
刻

8
村
中
百
姓
中
礼
ニ
被
参
候
（
袴
－
一
而
礼
請
申
侯
）
、
吸
物
（
芋
・
見
布
・
甥
）
酒
五
返
廻
シ
、
申
ノ
上
刻
仕
廻
、
夫
8

馬
場
百
姓
中
礼
ニ
被
参
候
、
挨
拶
致
、
文
達
老
御
出
間
も
無
日
暮
申
候
、
夜
ニ
入
茶
ツ
ケ
喰
、
杢
兄
へ
初
入
（
厳
父
様
・
私
・
林
八

同
道
）
、
雑
煮
相
済
（
厳
父
様
・
林
八
ハ
帰
候
）
、
下
拙
ハ
是
平
様
へ
初
入
致
侯
（
地
震
致
候
）
、
雑
煮
仕
廻
罷
帰
候
、
子
ノ
上
刻
ニ
、

来
七
日
輪
講
之
掌
看
、
疲
申
候
、
丑
ノ
下
刻
8
雨
降

若
水
は
、
歳
神
へ
の
供
物
や
家
族
一
同
の
食
物
を
炊
き
、
ま
た
め
い
め
い
が
口
を
す
す
い
だ
り
、
茶
を
た
で
た
り
す
る
も
の
で
あ
り
、

と
れ
を
汲
み
に
い
く
の
が
若
水
迎
え
で
あ
る
。
と
の
地
域
で
は
、
若
水
は
男
が
扱
み
、
恵
方
に
向
か
い
、
手
水
盟
で
男
か
ら
洗
面
し
、
そ

村
の
生
活
と
年
中
行
事

五



村
の
生
活
と
年
中
行
事

五
四

の
水
は
外
広
流
さ
な
い
と
い
う
。
早
朝
、
平
蔵
は
若
水
で
手
を
洗
い
、
麻
の
棒
を
着
て
祖
母
の
隠
居
宅
へ
年
始
に
行
っ
た
。
そ
の
後
家
族

揃
っ
て
雑
煮
を
食
ぺ
、
屠
蘇
を
呑
ん
で
い
る
。
昼
に
は
、
「
セ
チ
本
膳
」
を
食
し
、
梶
山
村
・
馬
場
村
か
ら
年
始
客
が
来
て
、
芋
・
昆
布

・
鯖
の
吸
物
と
酒
を
出
し
て
い
る
。
夜
に
は
、
息
子
の
林
八
や
養
父
と
と
も
に
、
従
兄
弟
の
馬
場
村
大
庄
屋
向
杢
弥
ら
一
族
へ
年
始
に
出

掛
け
、
雑
煮
を
振
舞
わ
れ
て
い
る
。農

作
業
で
は
鍬
始
め
、

に
か
か
れ
る
行
事
を
行
う
が
、
平
蔵
は
早
朝
か
ら
唐
津
城
下
へ
行
く
支
度
を
し
、
昼
頃
か
ら
「
組
中
」
の
圧
屋
達
と
と
も
に
出
掛
け
て
い

二
日
は
仕
事
始
め
で
あ
り
、

「
ほ
ど
き
始
め
」
と
い
っ
て
、
苗
代
田
に
鍬
を
二
、
三
度
入
れ
、

い
つ
で
も
仕
事

る
。
「
御
船
宮
」
な
ど
の
藩
役
所
や

「
坊
主
町
」
「
弓
ノ
町
」
な
ど
に
も
年
拾
を
行
い
、

ζ

の
日
は
町
宿
に
泊
ま
っ
た
。
翌
三
日
、
「
辰
ノ

上
刻
」
に
登
城
し
、
家
老
・
用
人
・
郡
奉
行
・
寺
社
奉
行
・
目
付
・
普
請
奉
行
な
ど
に
挨
拶
し
、

そ
の
後
は
城
下
町
の
知
人
宅
へ
行
き
、

乙
の
日
も
城
下
に
泊
り
、
梶
山
村
へ
帰
っ
て
き
た
の
は
、
四
日
の
昼
過
ぎ
で
あ
っ
た
。
五
・
六
日
は
、
在
村
し
、
年
始
客
の
接
待
や
周
辺

村
へ
の
年
始
に
出
掛
け
、
持
を
着
て
「
墓
参
り
致
シ
、
夫
・
5
寺
へ
（
鳥
目
七
弐
五
分
）
御
礼
ニ
参
り
」
に
も
行
っ
た
。

七
日
は
七
日
正
月
で
あ
り
、
中
国
で
は
と
の
日
を
人
目
と
い
っ
て
祝
う
風
が
あ
る
。
江
戸
幕
府
は
こ
の
日
を
含
め
て
五
節
供
の
制
を
定

め
て
お
り
、

そ
れ
は
人
日
（
正
月
七
日
）
・
上
巳
（
三
月
一
一
一
日
〉
・
端
午
（
五
月
五
日
〉
・
七
夕
（
七
月
七
日
）
・
重
陽
（
九
月
九
日
〉
を
い

ぅ
。
人
目
の
行
事
と
し
て
、
七
草
粥
が
あ
り
、
七
草
の
ゆ
で
汁
を
つ
け
て
爪
ぞ
切
れ
ば
病
気
を
し
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
鬼
火
た
き
も
行

わ
れ
た
。
と
れ
は
「
ホ
l
ケ
ン
ギ
ヨ
1
」
と
も
呼
ば
れ
、
現
在
も
子
供
の
行
事
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
。
村
の
三
叉
路
や
川
淵
な
ど
に
、

各
家
か
ら
貰
っ
た
竹
・
松
な
ど
を
積
み
立
て
、
早
暁
に
火
を
付
け
て
燃
や
す
。
青
竹
が
ボ
ン
ボ
ン
と
威
勢
よ
く
は
じ
け
る
と
、
鬼
が
逃
げ

山山し、

そ
の
年
は
豊
作
に
な
る
と
い
う
。
平
蔵
の
『
日
記
』
か
ら
、
七
日
正
月
の
具
体
的
な
行
事
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

てコ

ぎ
の
よ
う
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

一
、
同
七
日

晴
天
、
早
朝
ぷ
起
、
支
度
致
、
下
拙
ハ
祭
文
相
認
申
候
、
巳
ノ
上
刻
諸
生
不
残
出
座
役
割
有
之
候
、
下
拙
ハ

聖
像
奉
掛
又
奉
納
役



也
、
各
麻
上
下
着
候
、
神
前
至
聖
遺
像
（
闇
斎
先
生
・
東
江
先
生
）
各
酒
餅
奉
上
被
致
候
、
座
烈
之
次
第
ハ
聖
像
、
ho右
ニ
歯
ヲ
以
席

座
上
ニ
（
富
田
義
一
・
楢
崎
敬
治
・
向
杢
弥
・
峯
平
蔵
・
富
田
多
平
・
同
斎
治
・
楢
崎
九
吉
・
同
新
作
・
前
田
正
作
以
上
九

人
、
左
ニ
楢
崎
美
三
郎
・
進
藤
嘉
吉
・
松
本
実
弥
・
楢
崎
吉
治
・
同
九
八
・
向
甚
九
以
上
六
人
、
聖
像
ノ
向
座
ニ
先
生
、
次
ニ
前
田

正
古
都
合
十
七
人
也
、
先
生
焼
香
祭
文
終
テ
、
夫
・
8
各
祭
文
読
拝
被
致
候
、
輪
講
ハ
（
論
吾
三
先
進
篇
）
、
章
ノ
次
ニ
ヨ
ツ
テ
講
席

ヲ
分
校
、
講
書
終
り
夫
8
聖
像
奉
納
、
其
後
御
酒
餅
裁
キ
申
候
、
吸
物
ハ
マ
グ
リ
、
酒
肴
数
子
－
一
テ
相
済
申
候
、
夫
8
諸
生
学
講
、

暮
合
ニ
下
拙
ハ
伯
母
所
へ
夕
飯
喰
ニ
参
候
、
夫
8
又
習
化
堂
ニ
参
り
、
杢
兄
と
同
道
ニ
市
平
原
へ
参
候
、
中
川
ニ
而
夜
食
給
、
学
談

｛長致
疲
申
候

ζ

の
日
、
平
蔵
は
玉
島
村
の
習
化
堂
に
お
い
て
、
山
崎
闇
斎
・
奥
清
兵
衛
（
東
江
〉
の
塑
像
を
前
に
、
「
論
吾
三
先
進
篇
」
の
「
論
講
」

を
し
て
い
る
。
唐
津
藩
に
お
け
る
民
間
私
塾
展
開
の
発
端
は
、
藩
主
土
井
氏
が
抱
え
る
儒
者
奥
清
兵
衛
と
、
彼
に
学
ん
だ
吉
武
法
命
に
よ

る
。
右
の
記
述
に
み
え
る
「
先
生
」
と
は
、
吉
武
を
指
す
。
吉
武
は
土
井
氏
の
重
臣
の
家
に
生
ま
れ
、
代
官
の
職
に
あ
っ
た
が
、
古
手
保
十

一
年
に
隠
居
を
願
い
出
て
在
野
の
身
と
な
り
、
庄
屋
層
と
の
学
問
的
交
流
を
深
め
て
い
っ
た
。
吉
武
の
高
弟
に
は
、
右
の
前
田
正
作
・
柏

崎
九
吉
・
進
藤
嘉
吉
・
向
杢
弥
ら
の
庄
屋
も
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
私
塾
を
設
け
て
い
た
。
習
化
堂
も
そ
の
一
つ
で
、
大
村
大
店
屋
柏
崎
氏

が
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
梶
山
村
に
も
私
塾
が
あ
り
、
平
蔵
が
青
竜
寺
屋
敷
に
建
て
た
塾
を
信
斎
塾
と
い
う
。
元
文
一
見
年
の
乙
と
で
あ
っ

【

3
）

た。
習
化
堂
で
の
「
輪
講
」
が
終
わ
っ
た
後
、
平
蔵
は
従
兄
弟
の
向
杢
弥
（
「
杢
兄
」
）
と
と
も
に
、
平
原
村
へ
行
っ
て
い
る
。
平
原
村
は
、

富
田
才
治
（
「
斎
治
」
〉
が
大
庄
屋
を
務
め
る
所
で
あ
り
、
強
亭
と
い
う
私
塾
が
あ
っ
た
。
才
治
宅
に
泊
ま
っ
た
平
蔵
た
ち
は
、
翌
八
日
の

早
朝
か
ら
竹
学
談
」
し
、
才
治
の
希
望
で
「
小
学
外
篇
三
枚
程
講
尺
」
し
て
帰
っ
て
き
た
。
九

t
十
日
は
、
周
辺
の
中
山
・
山
崎
・
横
枕

・
田
の
頭
村
な
ど
へ
年
始
に
出
掛
け
、
雑
煮
を
振
る
舞
わ
れ
て
い
る
。

十
一
日
、
商
家
で
は
「
帳
祝
い
」
と
い
っ
て
新
帳
簿
を
作
り
、

算
盤
な
ど
と
と
も
に
床
の
間
に
飾
り
、

取
引
先
な
ど
を
招
待
し
て
祝

村
の
生
活
＆
年
中
行
事

五
五



村
の
生
活
と
年
中
行
事

五
六

ぅ
。
平
蔵
の
場
合
は
、

周
の
会
合
が
聞
か
れ
、

庄
屋
と
し
て
の
職
務
か
ら
「
郷
蔵
」
を
聞
き
、

『
日
記
』
に
は
「
組
中
仲
ケ
間
馬
場
へ
寄
合
有
之
候
、

「
帳
之
上
書
」
を
行
っ
て
い
る
。
翌
十
二
日
に
は
、
馬
場
組
庄
屋

御
家
中
男
女
奉
公
人
之
相
談
也
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
翌

日
に
も
「
村
中
百
姓
中
呼
寄
セ
、
宗
門
担
増
減
改
メ
弁
縁
付
ホ
相
改
申
候
」
と
あ
る
。
執
務
を
始
め
た
平
蔵
は
、
十
一
日
ー
か
ら
信
斎
塾
で

の
講
義
も
開
始
し
て
い
る
。
ほ
ぽ
毎
日
、
信
斎
塾
へ
出
講
し
て
「
小
学
講
」
を
復
読
し
、
十
七
日
に
は
「
子
共
手
習
」
が
始
ま
っ
た
。
翌

日
も
多
く
の
子
供
達
が
信
斎
塾
へ
手
習
始
め
に
や
っ
て
き
て
、
親
か
ら
は
「
手
習
拾
祝
ヒ
と
て
酒
」
が
送
ら
れ
て
い
る
。

二
十
日
は
、
二
十
日
正
月
と
呼
ば
れ
、
正
月
行
事
の
終
わ
り
の
節
目
で
あ
る
。
西
日
本
の
各
地
で
は
、
骨
正
月
・
骨
お
ろ
し
・
骨
正
月

な
ど
と
い
わ
れ
、
正
月
の
年
肴
を
骨
や
頭
ま
で
食
べ
て
し
ま
う
と
い
う
。
家
族
と
と
も
に
与
二
兵
衛
宅
に
呼
ば
れ
、
最
後
の

平
蔵
は
、

「
セ
チ
振
廻
」
を
請
け
て
い
る
。
こ
う
し
て
正
月
行
事
は
終
わ
っ
た
。

教
育
活
動
を
み
る
と
、
十
九
日
か
ら
「
論
語
講
」
が
始
ま
っ
て
い
る
。
平
蔵
は
、
自
ら
も
勉
強
し
て
お
り
、
十
九
日
に
は
「
杢
兄
へ
語

類
借
り
ニ
参
候
」
と
あ
忍
。
ま
た
、
庄
屋
職
務
に
つ
い
て
、
二
十
七
日
、
馬
場
村
の
大
店
屋
宅
で
「
組
中
仲
ケ
間
」
の
寄
り
合
い
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
「
当
御
代
五
拾
ケ
年
之
平
均
免
算
用
」
の
件
で
あ
る
。
当
年
の
免
率
は
、
五

0
ヶ
年
平
均
に
す
る
と
い
う
「
御
内
意
」
が

あ
っ
た
ζ

と
か
ら
、
各
臣
屋
は
自
村
の
平
均
免
算
出
を
し
て
い
る
。
平
均
免
の
算
出
は
、
各
村
に
出
さ
れ
た
「
免
定
」
に
あ
る
免
率
を
平

均
す
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、

昼
か
ら
始
め
て
終
わ
っ
た
の
は
真
夜
中
で
あ
っ
た
。
各
村
の
平
均
免
算
出
が
終
わ
っ
た
の
は
、
三
十
日
で
あ

り、

ζ

の
日
も
馬
場
村
で
「
組
中
仲
ケ
間
」
の
会
合
が
開
か
れ
た
。

（
二
月
）

二
月
の
行
事
に
は
、
最
初
の
丑
の
日
に
行
う
「
田
の
神
さ
ん
」
が
あ
る
。

ζ

れ
は
、

田
の
神
が
山
か
ら
降
り
て
く
る
の
を
迎
え
る
行
事

で
あ
り
、
十
一
月
は
じ
め
の
丑
の
日
に
行
う
神
送
り
の
行
事
と
対
を
な
す
。
神
迎
え
は
、
前
年
か
ら
と
っ
て
お
い
た
稲
穂
を
、
臼
の
上
の

箕
に
飾
り
、

ぼ
た
餅
な
ど
を
供
え
る
。
ま
た
、
わ
ら
す
ぽ
一
握
り
に
糊
を
つ
け
、
籾
殻
を
ま
ぶ
す
。
た
く
さ
ん
つ
い
た
ら
豊
作
と
い
わ
れ



て
い
る
。
他
に
、
お
互
い
に
灸
を
す
え
合
う
「
ゃ
あ
と
す
え
」
（
「
二
日
灸
」
）
や
、

節
分
、
十
五
日
の
作
礼
山
祭
り
、
寺
社
で
数
珠
を
繰

り
回
し
な
が
ら
経
を
唱
え
る
百
万
遍
（
二
十
一
日
）
な
ど
が
あ
る
が
、
『
日
記
』
に
は
出
て
こ
な
い
。

こ
の
月
の
庄
屋
業
務
に
お
い
て
、
宗
門
改
め
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
の
根
絶
を
期
し
た
宗
門
改
め
は
、
寛
文
四
年
か
ら

一
般
に
、
改
め
は
春
頃
に
実
施
さ
れ
、
平
蔵
も
五
日
に
は
「
当
春
宗
門
帳
下
書
」
を

始
め
だ
。
そ
の
後
、
法
事
や
伊
勢
講
な
ど
が
あ
り
、
下
書
き
を
終
え
た
の
は
十
四
日
で
あ
っ
た
。
十
五
日
に
は
清
書
を
仕
上
げ
、
各
百
姓

や
寺
院
の
印
を
押
し
、
役
人
の
来
村
を
待
っ
た
。
役
人
は
二
十
六
日
に
来
て
お
り
、
「
先
御
改
衆
（
三
浦
形
大
夫
様
・
内
山
藤
右
衛
門
様
）

制
度
的
に
確
立
し
、
明
治
六
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

今
日
御
出
被
成
候
付
、
早
朝
・
5
雑
用
座
敷
杯
掃
治
致
、
其
外
宗
門
帳
袋
作
り
下
書
ニ
判
致
井
料
理
杯
致
申
候
」
と
あ
る
。
朝
早
く
か
ら
準

備
に
追
わ
れ
、
昼
前
に
役
人
が
来
て
首
尾
よ
く
改
め
は
終
わ
っ
た
。
た
だ
し
、
昼
食
の
接
待
が
大
変
だ
っ
た
よ
う
で
、
平
蔵
は
「
酒
殊
外

長
シ
申
侯
」
と
記
す
。
と
の
ほ
か
の
業
務
と
し
て
、
六
日
に
は
長
崎
目
付
の
通
過
に
よ
り
、
大
川
野
宿
で
徹
夜
し
て
人
馬
継
ぎ
立
て
を
行

っ
て
い
る
。
十
六
日
に
は
未
納
年
貢
取
り
立
て
算
用
、

材
木
運
撮
人
足
の
算
用
、

「
役
帳
」
・
「
村
入
用
帳
」
の
記
載
、
十
九
日
に
は
普
請

の
件
も
あ
り
、
「
セ
ハ
シ
ク
有
之
候
」
と
い
う
。

ζ

の
よ
う
に
、
平
蔵
は
本
格
的
に
庄
屋
業
務
を
開
始
し
な
が
ら
も
、
信
斎
塾
で
の
講
義
は
続
け
て
い
る
。
ほ
ぼ
毎
朝
、
「
信
斎
へ
出
座
」

と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
、

二
十
四
日
に
は
子
供
達
が
不
勉
強
な
の
で
、

「
香
ニ
而
時
ヲ
斗
り
候
相
談
」
を
行
っ
て
い
る
。
香
を
燃
や
し
て

時
聞
を
計
り
、

そ
の
間
熱
心
に
勉
強
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

平
蔵
『
日
記
』
の
正
月
十
一
日
に
、
伊
勢
講
の
記
事
が
あ
っ
た
が
、
と
の
月
も
十
一
日
に
伊
勢
講
を
聞
い
て
い
る
。
平
蔵
が
加
入
し
て

一
五
人
前
後
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
月
の
十
一
日
を
基
本
的
な
開
催
日
と
し
て
い
る
。
四
月
十
一
日
、
平
蔵
宅
で
聞
い

い
る
伊
勢
講
は
、

た
伊
勢
講
の
記
事
を
あ
げ
る
と
、

一
、
同
十
一
日

伊
勢
講
致
ス

天
気
晴
、
早
朝
8
起
伊
勢
講
致
－
一
付
、
彼
是
仕
候
（
座
付
押
出
、

ニ
シ
メ
物
ト
ウ
フ
汁
、
夫
8
鯛
タ
イ
、
夫
・
5
酢
具
本
膳
汁
タ
イ
鯛

村
の
生
活
と
年
中
行
事

五
七



村
の
生
活
と
年
中
行
事

五
J¥ 

タ
イ
、
外
客
十
五
人
ホ
ド
）
、

八
ツ
時
分
皆
々
被
帰
候
（
去
月
預
り
居
候
イ
セ
講
銭
四
十
銭
弐
匁
井
帳
、
文
遥
左
へ
相
渡
申
候
〉
、
夫

ぷ
座
敷
杯
取
カ
タ
ツ
ケ
（
後
略
）

と
あ
る
。
午
前
か
ら
午
後
に
か
け
て
共
同
飲
食
が
月
交
代
で
行
わ
れ
て
お
り
、
神
典
を
読
む
な
ど
の
信
仰
行
事
は
な
い
。
寛
保
二
年
の
間

に
、
と
の
講
か
ら
伊
勢
神
宮
へ
代
参
者
を
出
し
た
形
跡
は
な
い
が
、

八
月
九
日
に
は
「
参
宮
人
〈
当
村
久
四
郎
）
帰
着
致
侯
」
と
あ
り
、

土
産
と
し
て
墨
・
筆
・
関
素
麺
を
買
っ
て
い
る
。
全
国
的
に
一
般
庶
民
の
伊
勢
参
宮
が
展
開
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
も
元
禄
・
享
保
期
以

そ
れ
は
伊
勢
講
の
全
国
的
普
及
と
農
民
・
町
人
の
経
済
的
成
長
守
交
通
手
段
の
発
達
等
に
よ
る
。
当
時
、
農
民
た
ち
は
閉

降
と
い
わ
れ
、

鎖
的
な
村
の
中
で
暮
ら
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、

こ
の
よ
う
な
伊
勢
講
を
聞
き
、
藩
へ
往
来
切
手
を
申
請
し
て
伊
勢
参
宮
を
行
い
、
大

坂
や
京
都
、
さ
ら
に
は
江
戸
見
物
を
す
る
と
い
う
旅
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
宝
暦
九
年
、
庄
屋
層
が
藩
主
転
封
に
反
対
し
て
江
戸
へ
越

訴
し
た
時
も
、
伊
勢
神
宮
・
鶴
岡
八
幡
宮
参
詣
の
名
目
で
往
来
切
手
を
申
請
し
て
お
り
、

ハ
6
）

宮
の
一
般
的
展
開
が
あ
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
伊
勢
講
・
伊
勢
参

ハ
三
月
〉

民
俗
行
事
の
上
で
は
、
三
日
の
雛
祭
と
彼
岸
が
大
き
な
焦
点
で
あ
る
。
一
一
一
日
の
雛
祭
で
は
、
お
ひ
な
様
や
人
形
を
飾
り
、
蓬
餅
・
ふ
つ

だ
ん
ご
v

白
酒
・
桃
の
花
な
ど
を
供
え
、
近
所
に
菱
餅
を
配
っ
た
り
、
初
節
句
の
家
で
は
客
を
招
く
。
雛
は
早
く
か
ら
飾
り
、
す
ん
だ
ら

す
ぐ
片
付
け
な
い
と
嫁
の
縁
が
遠
く
な
る
と
い
う
。
平
蔵
の
場
合
、
一
二
日
は
早
朝
か
ら
起
き
、
草
餅
を
作
っ
て
、
師
医
の
吉
武
法
命
へ
送

っ
て
い
る
。
昼
に
は
、
信
斎
塾
に
お
い
て
、
塾
生
と
と
も
に
「
盃
酬
酷
致
候
」
と
あ
り
、
白
酒
を
汲
み
交
わ
し
て
い
る
。

彼
岸
の
入
り
は
十
八
日
頃
で
あ
る
が
、
平
蔵
家
で
は
二
十
二
日
に
一
族
が
集
ま
っ
て
い
る
。
同
日
、
平
蔵
は
信
斎
塾
へ
出
講
し
た
後
、

座
敷
の
掃
除
を
始
め
、
昼
過
ぎ
に
は
城
下
の
鷹
匠
町
や
紺
屋
町
な
ど
か
ら
伯
母
た
ち
が
や
っ
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
鯛
・
飽
な
ど
を
持
参
し

て
お
り
、
夕
食
に
は
そ
れ
ら
を
料
理
し
て
食
し
た
。
二
十
三
日
に
は
「
餅
ツ
キ
」
を
し
て
い
る
が
、

ζ

れ
は
と
の
地
域
で
い
う
「
彼
岸
だ



ご
」
を
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
岸
に
は
墓
参
り
と
と
も
に
、
お
寵
が
あ
り
、
お
宮
や
お
寺
の
境
内
に
一
章
一
瓢
を
持
ち
寄
っ
て
、
飲
食

を
共
に
し
親
交
を
深
め
る
。
そ
の
よ
う
な
場
所
に
旅
芸
人
ら
が
や
っ
て
き
て
興
行
す
る
こ
と
も
あ
り
、
二
十
四
日
の
記
述
に
は
「
此
日
軽

業
人
来
り
、
寺
ニ
而
裳
致
候
」
と
あ
る
。

さ
て
、
信
斎
塾
へ
の
出
講
は
、

ζ

の
月
も
ほ
ぼ
毎
日
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
早
朝
の
講
義
は
い
わ
ば
初
級
コ

l
ス
で
あ
り
、
平
蔵
自
身

は
吉
武
法
命
・
富
田
才
治
・
向
杢
弥
ら
へ
手
紙
を
送
っ
た
り
、
直
接
に
「
学
談
」
し
て
い
る
。
『
日
記
』
に
も
「
杢
兄
と
学
談
、
面
白
シ
」

な
ど
と
あ
り
、

と
の
よ
う
な
「
学
談
」
が
彼
の
学
問
向
上
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
で
、
思
わ
ず
時
を
過
ご
し
て
泊
り
込
む

ま
た
、
圧
屋
職
務
と
し
て
は
「
土
免
」
の
決
定
が
あ
る
。
「
土
免
」
は
、
過
去
の
納
入
高
に
も
と
づ
き
立
毛
以
前
に

免
を
決
定
す
る
搾
取
方
式
で
あ
り
、
多
く
は
春
頃
に
決
定
さ
れ
る
た
め
、
「
春
免
」
と
呼
ぶ
地
域
も
あ
る
。
「
土
免
」
は
、

と
と
も
多
か
っ
た
。

さ
れ
る
と
と
ろ
も
あ
忍
が
、
唐
津
藩
で
は
三
年
ど
と
の
切
り
替
え
と
な
っ
て
お
り
、

一
年
毎
に
変
更

と
の
年
が
切
り
替
え
に
当
た
っ
て
い
た
か
ら
、
平
蔵

は
正
月
末
に
過
去
五

0
年
間
の
平
均
免
算
出
を
し
て
い
た
。
そ
の
平
均
免
は
五
ツ
六
分
七
厘
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
下
さ
れ
た
免
率
は
五

ツ
八
分
と
高
く
な
っ
て
お
り
、
梶
山
村
で
は
「
六
拾
四
俵
余
り
之
増
」
、
馬
場
組
中
で
は
「
六
百
四
拾
一
俵
程
去
年
ニ
増
申
侯
」
と
い
う
。

二
十
七
日
、

唐
津
領
の
各
村
庄
屋
が
城
下
へ
集
ま
り
、

「
土
免
」
の
「
下
札
」
が
渡
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
郡
奉
行
へ
「
御
請
」
の
挨
拶
を
行

っ
て
い
る
。（

四
月
〉

四
月
に
行
わ
れ
る
年
中
行
事
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
い
う
べ
き
も
の
は
、

八
日
を
中
心
と
す
る
行
事
で
、
濯
仏
会
、
或
は
夏
入
り
と
い
う
仏

教
的
色
彩
で
い
ろ
ど
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
八
日
の
濯
仏
会
に
は
、
お
堂
の
中
の
釈
迦
像
に
甘
茶
を
そ
そ
ぐ
。
そ
の
甘
茶
を
受
け
て
持
ち

帰
り
、
家
族
中
で
飲
む
。
残
り
は
蚊
帳
に
か
け
て
蚊
帳
の
引
き
初
め
に
し
た
り
、
家
の
回
り
に
ふ
っ
て
、
腹
や
百
足
除
け
と
す
る
。
残
念

な
が
ら
、

乙
れ
ら
の
行
事
に
つ
い
て
、
『
日
記
』
に
記
載
は
な
い
。

村
の
生
活
と
年
中
行
事

五
九



村
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信
斎
塾
で
の
講
義
な
ど
、
平
蔵
の
教
育
活
動
は
前
月
と
同
じ
で
あ
る
。
圧
屋
職
務
に
つ
い
て
は
、
十
四
日
「
組
中
仲
ケ
間
寄
り
合
」
が

馬
場
村
で
聞
か
れ
て
お
り
、
家
中
奉
公
人
や
催
合
銀
の
件
が
協
議
さ
れ
た
。
そ
の
日
、
臣
屋
達
は
馬
場
村
の
大
庄
屋
宅
に
泊
り
、
翌
日
も

会
議
を
続
け
、
「
人
別
帳
五
人
組
読
合
」
せ
が
行
わ
れ
た
。
「
人
別
帳
」
は
「
宗
門
改
帳
」
と
異
な
幻
五
人
組
ご
と
に
圧
屋
・
本
百
姓
・

半
百
姓
・
無
足
人
の
身
分
の
別
と
家
族
構
成
を
記
し
た
も
の
で
あ
忍
。
役
人
は
十
八
日
に
来
村
す
る
が
、

そ
の
前
日
か
ら
、
平
蔵
は
座
敷

の
掃
除
や
障
子
の
張
り
替
え
、
料
理
用
材
料
の
買
出
し
を
行
っ
て
い
る
。
十
八
日
、
平
蔵
は
早
朝
か
ら
料
理
を
作
っ
て
、
役
人
の
来
村
を

待
っ
て
い
た
が
、
役
人
は
ま
ず
馬
場
村
へ
行
き
、
梶
山
村
へ
来
た
時
は
昼
過
ぎ
で
あ
っ
た
。
改
め
は
首
尾
よ
く
終
わ
り
、
役
人
は
厳
木
村

へ
移
っ
て
い
っ
た
。
と
う
し
て
、
人
別
改
め
が
終
わ
っ
た
後
、
平
蔵
は
「
仲
ケ
間
と
酒
屋
へ
行
、

日
暮
迄
居
」
と
、
他
の
臣
屋
迷
と
一
息

つ
い
て
い
る
。

村
内
に
お
け
る
庄
屋
職
務
に
は
、
前
月
に
決
ま
っ
た
「
土
免
」
の
申
し
渡
し
が
あ
り
、
六
日
に
「
夜
ニ
入
、
頭
百
姓
中
呼
寄
セ
、
此
間

被
仰
付
候
土
免
之
義
申
渡
候
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
十
日
に
は
「
次
方
帳
付
弁
－
一
役
帳
付
、
夫
－
aho役
過
不
足
し
ら
へ
あ
け
申
候
」
と
あ

り
、
信
斎
塾
へ
も
行
か
ず
に
朝
か
ら
昼
過
ぎ
ま
で
掛
か
っ
て
、
帳
簿
付
け
を
し
て
い
る
。
「
次
方
帳
」
は
、
「
継
方
帳
」
と
も
書
き
、
村
入

用
を
記
し
た
帳
簿
の
と
と
で
、

「
役
帳
」
と
は
夫
役
賦
課
用
の
帳
簿
で
あ
る
。

と
れ
ら
の
帳
簿
を
調
べ
た
平
蔵
は
、
同
夜
、
村
民
を
呼
び

寄
せ
て
お
り
、
「
高
吟
味
致
、
其
外
催
合
之
事
申
談
シ
」
と
あ
る
。
「
催
合
之
事
」
と
は
、
催
合
銀
の
と
と
で
あ
り
、
十
四
日
の
圧
屋
会
議

で
も
ζ

の
件
が
協
議
さ
れ
て
い
た
。
催
合
銀
の
具
体
的
内
容
は
不
明
で
あ
忍
が
、
村
落
の
共
通
経
費
で
あ
り
、
二
十
八
日
に
は
「
催
合
割

帳
書
出
シ
」
と
あ
石
。
ま
た
、
五
月
十
日
に
は
「
巳
ノ
上
刻
・
8
催
合
銀
立
取
（
七
弐
百
拾
匁
壱
分
取
立
内
、
百
匁
馬
場
へ
遣
申
候
受
取
来

で
一
一

O
匁
一
分
を
取
り
立
て
、
そ
の
内
一

O
O匁
は
馬
場
村

ル
）
午
ノ
中
刻
迄
掛
り
」
と
あ
っ
て
、

村
民
か
ら
「
七
弐
銭
」
（
藩
札
）

の
大
庄
屋
へ
納
め
て
い
忍
。
こ
れ
か
ら
、
催
合
銀
が
村
分
と
「
組
」
分
と
で
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
と
と
が
わ
か
る
。



ハ
五
月
）

五
月
は
田
植
え
の
月
で
あ
り
、
「
さ
っ
き
い
み
」
と
称
し
て
、
婚
礼
を
避
け
る
風
習
は
今
も
残
っ
て
い
る
。
平
蔵
『
日
記
』
の
五
日
に

は
、
「
辰
上
刻
起
、
料
理
致
節
供
ノ
儀
式
取
行
ヒ
」
と
あ
り
、
ま
た
、
寸
此
日
、
信
斎
子
共
中
8
沼
三
樽
来
」
と
も
あ
っ
て
、
具
体
的
内
容

は
わ
か
ら
な
い
が
、
端
午
の
節
句
を
祝
っ
て
い
る
。
さ
て
、

田
植
え
に
つ
い
て
の
『
日
記
』
の
記
事
を
み
て
お
と
う
。

一
、
同
廿
二
日

早
植

雨
天
（
昨
子
ノ
下
刻
8
大
雨
河
岸
田
一
余
り
甲
候
）
、
早
植
致
筈
－
一
支
度
致
候
処
、
（
植
手
追
々
参
申
侯
）
、
大
水
ニ
罷

成
候
付
苗
取
ニ
参
倹
事
相
成
不
申
、
朝
ノ
間
8
植
候
事
ハ
相
止
メ
申
候
、
朝
飯
後
－
一
停
吉
見
セ
ニ
遺
シ
申
候
処
、
喜
右
衛
門
船
居
申

侯
を
雇
申
候
由
申
候
付
、
夫
、
5
急
ニ
植
人
数
呼
集
出
合
、
河
、
ho船
渡
り
致
、
巳
ノ
下
刻
8
苗
取
か
』
り
、
午
ノ
下
刻
酋
取
仕
廻
、
又

船
渡
致
（
但
箇
と
人
と
一
般
ニ
不
成
ニ
付
、
二
度
ニ
渡
）
、
直
ニ
昼
飯
喰
、
未
ノ
上
刻
8
植
掛
り
（
全
右
衛
門
畑
ぷ
植
申
候
）
、
未
ノ

下
刻
全
右
衛
門
畑
植
仕
廻
、
夫
β
下
ノ
間
植
申
候
、
・
甲
ノ
中
刻
仕
担
、
夫
8
門
前
植
申
ノ
下
刻
仕
廻
申
候
、
植
人
数
久
四
郎
（
久
松

来
）
・
卯
平
治
・
忠
蔵
・
理
作
・
平
右
衛
門
・
藤
助
（
松
来
）
・
新
助
（
八
九
来
）
・
久
助
・
太
右
衛
門
・
甚
蔵
・
弥
七
（
昼
迄
肥
イ

ナ
ハ
セ
、
昼

8
代
サ
セ
申
候
）
・
太
平
治
・
新
八
〈
団
七
来
〉
・
久
兵
衛
下
男
（
昼
か
ら
来
）
・
郡
八
（
徳
三
郎
昼
ぷ
来
）
・
又
八
（
昼

か
ら
植
ニ
来
）
〆
拾
六
人
、
内
ニ
久
太
雇
、
飯
捺
仕
候
、
横
田
餅
苗
三
百
六
拾
手
・
あ
ら
き
苗
五
百
・
か
』
餅
苗
百
拾
手
〆
九
百
七

卯
ノ
中
刻
起
、

拾
、
内
百
六
拾
程
余
り
（
久
助
ニ
当
時
借
シ
申
候
）
、
夜
－
一
入
早
疲
、
喜
右
衛
門
ニ
礼
云
へ
キ
事

田
植
え
は
二
十
六
・
七
日
に
も
行
わ
れ
、
と
の
三
日
間
で
終
了
し
た
。
二
十
三
日
の
植
手
一
六
人
は
、
飯
炊
き
と
し
て
雇
っ

た
久
太
と
は
別
記
し
て
お
り
、
雇
用
で
な
い
。
前
述
し
た
庄
屋
の
特
権
に
、
年
間
コ
一
日
づ
つ
の
村
民
使
役
が
あ
っ
た
の
で
、

ζ

れ
に
よ
る

加
勢
で
あ
ろ
う
。
午
前
中
に
苗
取
り
、
昼
か
ら
田
植
え
を
行
い
、

乙
の
後
、

つ
ぎ
つ
ぎ
と
植
え
付
け
て
い
っ
て
い
る
。
植
え
付
け
が
済
め
ば
、

つ
ぎ

は
水
・
草
取
り
が
問
題
と
な
る
。

平
蔵
も
六
月
中
旬
ま
で
は
常
々
「
回
見
」
や
、

田
植
え
が
終
わ
る
と
、
「
さ
な
ぽ
り
」
と
い
う
慰
労
の
た
め
の
欽
食
を
お
と
な
う
。

「
臼
ノ
草
取
」
に
出
掛
け
て
い
る
。
当
該
地
域
で
は
、

自
に
ち
が
決
ま
っ
て
い
忍
わ
け
で
な
く
、
平
蔵
宅
で

村
の
生
活
と
年
中
行
事

六



村
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中
行
事

J,.... 

ノ、

は
七
月
九
日
に
聞
い
て
い
る
。
必
ず
「
う
ど
ん
」
を
作
り
、
う
ど
ん
の
だ
し
に
は
松
浦
川
に
群
れ
を
な
し
て
上
っ
て
く
る
「
さ
な
ぷ
り
」

（
小
魚
）
を
用
い
る
。

五
合
程
ニ
而
仕
廻
申
侯
」
と
あ
り
、
来
客
は
五

O
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

『
日
記
』
に
は
、
「
さ
な
ほ
り
仕
候
、

手
前
ノ
焼
酎
六
升
五
合
程
ア
リ
、
夫
ニ
唐
津
8
買
候
六
升
、
合
テ
壱
斗
弐
升

田
植
え
に
至
っ
て
、
漸
く
平
蔵
『
日
記
』
に
も
農
作
業
に
関
す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
が
、
田
植
え
の
前
に
ほ
籾
蒔
、
首
床
作
り
な
ど
の

ハ
B
〉

作
業
が
あ
る
。
農
作
業
の
あ
り
方
を
、
佐
志
組
見
借
村
の
庄
屋
宗
田
運
平
が
著
し
た
天
保
六
年
『
農
要
録
』
に
み
る
と
、
正
月
は
農
閑
期

で
あ
り
、
二
月
か
ら
一
ニ
月
に
か
け
て
煙
草
・
茄
・
胡
瓜
・
小
豆
な
ど
の
豆
類
、
木
綿
を
播
い
た
り
、
麦
を
収
穫
す
る
時
期
と
な
る
。
水
稲

に
閣
す
る
記
事
を
あ
げ
る
と
、

一
、
籾
種
ハ
五
月
ノ
中
ヨ
リ
七
十
五
日
前
ニ
種
池
ニ
漬
ケ
ル
モ
ノ
ト
云
へ
ド
モ
、
春
ノ
土
用
ノ
入
頃
ニ
漬
ケ
土
用
ノ
サ
メ
方
ニ
揚
ケ
ル

也
、
大
体
潰
タ
ル
日
ヨ
リ
十
五
六
日
ニ
ア
ゲ
テ
ヨ
シ
、
池
ヨ
リ
場
タ
ル
時
ハ
、
俵
ヲ
ホ
ト
キ
川
ニ
テ
ソ
＼
キ
、
稗
ハ
ウ
カ
シ
流
ス
ベ

シ
、
其
後
元
ノ
如
ク
縄
ヲ
シ
メ
、
日
ニ
乾
シ
汁
ヲ
去
リ
ネ
コ
ブ
キ
ニ
包
、
、
＼
芽
ヲ
切
タ
ル
処
ニ
テ
苗
床
ニ
蒔
也

認
苗
床
ハ
、

八
十
八
夜
ニ
地
干
シ
ヲ
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
致
ス
也
、
苗
床
ヲ
椿
へ
テ
籾
ヲ
揚
ゲ
、

モ
エ
ル
聞
ニ
一
地
干
ヲ
ス
ル
ナ
リ
、
近
年
直

蒔
ス
ル
モ
ノ
多
シ
、
是
ハ
籾
ヲ
池
ヨ
リ
揖
ゲ
、
汁
ヲ
去
テ
直
ニ
蒔
也
、
菌
性
甚
ヨ
シ
、
尤
苗
床
ヲ
千
田
ニ
致
シ
地
干
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ

ヌ
事
也
、
苗
床
ヲ
水
田
ニ
ス
レ
パ
地
干
思
様
ニ
ナ
ラ
ヌ
ユ
エ
、
是
ハ
モ
ヤ
シ
蒔
ヲ
セ
、
不
パ
ヨ
ク
ナ
シ

と
あ
る
。
種
籾
は
、
春
の
土
用
の
入
り
頃
（
三
月
一
五
日
頃
）
に
池
に
設
し
、

を
川
水
で
洗
い
、
稗
の
種
子
を
取
り
除
く
。
そ
れ
か
ら
俵
に
入
れ
て
、
自
に
乾
か
し
な
が
ら
水
気
を
取
り
、
む
し
ろ
に
包
ん
で
催
芽
さ
せ

る
。
種
籾
が
発
芽
す
る
聞
に
、
苗
代
の
水
を
落
と
し
て
乾
か
す
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
種
籾
が
発
芽
す
る
の
に
六

t
七
日

か
か
る
の
で
、
苗
代
に
搭
種
す
る
の
は
四
月
初
旬
と
な
る
。
つ
ぎ
に
、
田
植
え
に
つ
い
て
み
る
と
、
村
ご
と
の
し
き
た
り
、
平
地
の
田
と

一
五
、
六
日
自
に
揚
げ
る
。
池
か
ら
揚
げ
た
ら
、
種
籾

山
田
な
ど
に
よ
っ
て
、
時
期
に
少
し
違
い
が
あ
忍
が
、

五
月
の
中
旬
か
ら
玉
、
六
日
自
に
行
う
の
が
よ
い
。
問
植
え
を
し
た
ら
十
四
、
五

日
の
う
ち
に
畑
の
草
取
り
を
済
ま
せ
、
な
る
べ
く
阜
く
田
の
一
番
草
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乾
田
で
は
四
回
、
混
回
で
は
三
回
ほ



ど
草
を
取
り
、
ニ
百
十
日
前
に
は
田
の
草
取
り
を
終
わ
る
と
と
、

と
あ
る
。

つ
ま
り
、
平
蔵
が
五
月
の
後
半
に
田
植
え
し
て
い
る
の
は
、

時
期
に
叶
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
月
、
平
蔵
は
田
植
え
期
間
中
に
も
信
斎
塾
へ
出
講
し
て
お
り
、
ま
た
、
月
初
め
に
は
落
主
廻
郡
の
た
め
大
川
野
宿
の
郡
屋
に
詰
め

て
、
人
馬
割
付
を
行
い
、
中
旬
に
は
未
進
米
処
理
の
件
で
唐
津
域
下
へ
出
張
し
て
い
る
。

（
六
月
）

六
月
に
な
る
と
、

田
植
え
も
終
わ
り
、
稲
の
無
事
な
成
長
を
祈
り
つ
つ
、
暑
さ
の
峠
を
迎
え
る
時
期
で
あ
る
。
酷
暑
と
と
も
に
跳
眼
す

る
病
魔
と
水
魔
の
怖
れ
が
た
か
ま
り
、
載
が
乙
の
月
の
行
事
の
中
心
と
な
る
。
載
の
行
事
は
、
祇
園
社
の
祭
と
し
て
全
国
的
に
広
が
っ
て

お
り
、
華
麗
な
山
鉢
の
巡
幸
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
忍
。
梶
山
村
で
は
、
十
四
・
五
日
に
氏
神
の
熊
野
神
社
「
祇
園
さ
ん
」
が
あ
り
、
山
笠

も
出
て
、
大
変
な
人
出
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
平
蔵
「
日
記
』
に
「
祇
園
さ
ん
」
の
記
事
は
な
く
、
彼
は
十
五
日
に
信
斎
塾
へ
出

講
し
た
後
、

甚
九
郎
・
嘉
吉
ら
と
と
も
に
「
輪
講
」
を
行
っ
て
い
る
。

「
輪
講
」
は
三
十
日
に
も
記
事
が
あ
る
の
で
、
あ
げ
て
お
こ
う
。

て
同
品
川
日

（
中
略
）

寅
下
刻
起
支
度
致
、
卯
ノ
中
刻
、
5
平
原
へ
出
歩
致
侯
（
平
原
強
亭
ニ
テ
明
朔
日
、
輪
講
有
之
候
由
、
先
生
一
8
被
召
候
付
罷
越
候
、
尤

聖
像
表
具
仕
替
有
之
、
開
始
メ
ト
申
コ
ト
ニ
而
御
座
侯
）
、
杢
弥
殿
・
嘉
吉
・
甚
九
郎
同
道
ニ
市
罷
越
位
、
巴
ノ
下
刻
平
原
中
川
へ

着
、
夫
ぷ
強
亭
へ
参
ル
筈
致
候
処
、
強
亭
へ
御
城
中
・
8
御
来
客
有
之
候
白
故
延
引
致
候
（
中
川
ニ
而
斎
治
股
と
激
論
、
尤
九
吉
・
正

作
も
同
座
ニ
而
候
）
、

七
つ
時
分
強
亭
へ
行
、
先
生
へ
掛
御
目
、
学
講
承
り
、
酉
ノ
上
刻
中
川
へ
帰
り
、
夜
ニ
入
祭
文
杯
書
イ
ヌ
ル
、

此
夜
大
雨
洪
水

平
蔵
は
、

平
原
村
の
大
圧
屋
富
田
氏
が
設
け
た
強
亭
に
お
い
て
、

「
輪
講
」
が
あ
る
と
い
う
の
で
出
掛
け
た
。
同
道
し
た
の
は
、
馬
場

村
の
生
活
と
年
中
行
事

六



村
の
生
活
と
年
中
行
事

六
回

村
大
庄
屋
向
杢
弥
・
甚
九
郎
父
子
、
同
じ
く
酒
屋
の
進
藤
嘉
吉
で
あ
る
。
甚
九
郎
・
嘉
吉
は
、
十
五
日
に
も
平
蔵
と
「
輪
講
」
し
て
お

り
、
馬
場
村
・
梶
山
村
地
域
で
の
学
問
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
。
平
蔵
は
、
強
亭
へ
行
く
前
に
、
平
原
村
大
庄
屋
の
富
田
才
治
と

「
激
論
」
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
学
問
的
な
「
激
論
」
で
あ
ろ
う
。
そ
と
に
同
座
し
た
九
吉
・
正
作
は
、
楢
崎
九
吉
・
前
田
正
作
の
こ
と

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
正
月
七
日
の
「
輪
講
」
に
出
席
し
た
者
た
ち
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
右
の
「
先
生
」
は
吉
武
法
命
で
あ
り
、

翌
七
月
朔
日
に
は
吉
武
を
囲
ん
で
「
輪
講
」
「
学
談
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
六
月
の
農
作
業
に
つ
い
て
、
前
掲
の
『
農
要
録
』
に
「
田
ノ
州
サ
ラ
へ
、
畑
ノ
手
入
ヲ
肝
要
ト
ス
ベ
シ
」
と
あ
る
ご
と
く
、
平

蔵
宅
で
も
「
仁
助
・
松
之
助
弐
人
、
回
ノ
草
取
ノ
加
勢
」
（
二
十
日
）

と
あ
る
。
ま
た
、
二
十
五
日
に
は
、
稲
の
植
え
付
け
状
況
を
改
め

る
「
郡
組
衆
」
が
廻
郡
し
て
き
で
い
る
。

〔註〕

（1
〉
折
口
信
夫
「
年
中
行
事
」
。

（2
）
『
唐
津
市
史
』
七
五
二
頁
。

（3
）
『
相
知
町
史
』
下
巻
、
三

O
七
頁
。

（4
）
新
城
常
三
『
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』
〈
塙
書
房
、
昭
和
五
七
年
）
。

（5
）
前
掲
拙
稿
「
『
越
訴
』
と
代
表
者
の
旅
」
。

（
6
〉
土
免
制
に
つ
い
て
は
、
問
中
誠
二
「
岡
山
藩
徴
租
法
の
研
究
」
（
「
史
林
」
五
九
l
一
号
、
昭
和
五
一
年
）
、
松
下
志
朗
『
幕
藩
制
社
会
と
石
高
制
』

（
塙
誓
房
、
昭
和
五
七
年
〉
、
水
本
邦
彦
『
近
世
の
村
社
会
と
国
家
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
六
二
年
〉
な
ど
が
あ
る
。

（
7
〉
「
峯
家
文
書
」
に
は
、
安
永
五
年
司
切
支
丹
宗
門
御
改
帳
』
な
ど
と
は
別
に
、
天
明
三
年
『
人
別
御
改
帳
』
と
題
す
る
「
人
別
帳
」
が
残
っ
て
い

る。

〈
8
）
「
岸
田
家
文
書
」
、
『
日
本
農
書
全
集
』
三
一
巻
（
農
山
漁
村
文
化
協
会
発
行
、
昭
和
五
六
年
）
。



ハ
5
V
七
月

t
十
二
月
の
生
活
と
年
中
行
事

（
七
月
）

八
月
一
日
を
八
期
金
・
盆
期
日
な
ど
と
称

ほ
ぼ
一
カ
月
間
で
あ
る
。
現
在
も
子
供
の
行
事
と
し
て
続
け
ら
れ
て
お

り
、
朝
早
く
里
芋
の
葉
に
宿
っ
た
露
を
集
め
て
硯
の
水
と
し
、
五
色
の
短
冊
に
文
字
を
書
き
、
竹
の
枝
に
結
び
付
け
る
。
文
字
は
「
七
夕

さ
ま
」
「
天
の
川
」
や
、
願
い
事
を
書
く
。
ま
た
、
五
つ
衣
の
型
ど
っ
た
装
束
を
作
っ
て
下
げ
る
と
、
裁
縫
が
上
達
す
る
と
い
う
。
と
の

日
は
盆
道
作
り
と
い
っ
て
、
金
を
迎
え
る
準
備
の
第
一
日
目
で
あ
り
、
村
の
道
作
り
や
川
淡
い
を
す
る
。

ζ

れ
ら
の
行
事
に
つ
い
て
、
平

盆
の
期
間
は
、
七
日
を
七
日
食
と
か
池
替
盆
と
か
い
っ
て
盆
の
始
ま
る
日
と
す
る
風
習
や
、

し
て
、

盆
の
終
わ
り
の
日
と
す
る
所
が
あ
り
、

七
夕
行
事
は
、

蔵
「
日
記
』
に
記
述
は
な
い
。

「
盆
買
物
ニ
侍
吉
唐
津
へ
遺
申
候
」
と
あ
り
、
盆
の
準
備
を
始
め
て
い
る
。
十

一
日
に
は
、

た
だ
し
、
十
二
日
に
は
、

「
飯
後
・
5
彼
是
盆
ノ
用
意
致
、
昼
か
ら
神
座
ヲ
務
申
候
」

と
あ
忍
。
と
の
地
域
で
は
十
三
日
の
三
時
に
位
牌
を
飾
る
と
い
わ

れ
、
平
蔵
も
展
に
作
っ
て
い
忍
。
精
霊
棚
に
は
菰
を
敷
き
、
盆
花
（
き
き
ょ
う
・
か
る
か
や
・
お
み
な
へ
し
・
な
で
し
ζ

・
ふ
じ
ば
か
ま

・
姫
百
合
な
ど
の
花
〉
や
、

く
だ
も
の
、

素
麺
を
供
え
る
。
そ
し
て
、

季
節
の
野
菜
、

夕
方
に
は
迎
え
火
を
た
く
。
十
四
・
十
五
日
に

ば
、
信
斎
塾
も
休
講
と
な
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
と
な
っ
て
い
る
。

て
同
十
四
日

晴
天
寅
ノ
上
刻
起
、
祭
事
之
料
理
致
、
未
明
ニ
祭
膳
上
ケ
申
候
、
飯
後
天
徳
ニ
松
枝
取
－
一
行
立
花
捺
申
候
、
午
ノ
上
刻
迄
掛
り
、
夫

八
つ
時
分
・
8
夕
飯
務
上
ケ
申
候
、

五
日
未
明
ノ
祭
供
持
、
夜
中
暫
モ
ね
不
申
、
二
汁
五
菜
ニ
仕
候

・8
は
h
さ
ま
ソ
ウ
メ
ン
ユ
デ
被
成
候
、

日
暮

8
林
八
腹
痛
致
し
四
つ
時
分
8
止
ミ
、
下
拙
ハ
明
十

一
、
同
十
五
日

村
の
生
活
と
年
中
行
事

六
五



村
の
盆
語
と
年
中
行
事

六
六

晴
天
（
昼
か
ら
曇
、
雨
少
々
降
）
、
寅
ノ
中
刻
8
卯
ノ
中
刻
迄
ニ
祭
膳
上
ケ
サ
ケ
仕
廻
申
候
、
早
速
馬
場
へ
神
主
拝
ニ
参
侯
（
麻
上

下
着
ス
可
夫
ぷ
上
ノ
屋
敷
拝
』
一
行
源
右
衛
門
丈
迄
参
り
罷
帰
、
飯
後
・
8
暫
休
、
、
、
申
候
、
夫
故
寺
へ
不
参
候
、
九
つ
半
比
・
5
夕
飯
捺
、

七
つ
時
分
相
仕
廻
、
夫
8
墓
参
り
ニ
行
寺
迄
参
候
、
罷
帰
り
夜
－
一
入
杢
兄
へ
見
廻
－
一
行
、
ね
ム
ク
候
市
罷
帰
候

献
立
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
平
蔵
は
十
四
日
の
早
朝
か
ら
料
理
を
し
、
祭
膳
の
上
げ
下
げ
を
し
て
い
る
。
と
の
日
は
、
息
子
林
八
が

腹
痛
を
起
こ
し
た
の
で
、
翌
日
未
明
ま
で
か
か
っ
て
祭
供
を
用
意
し
て
い
る
。
十
五
日
の
早
朝
に
は
祭
膳
を
済
ま
せ
、

そ
れ
か
ら
盆
礼
に

出
て
い
る
。
馬
場
村
向
家
な
ど
へ
行
っ
た
平
蔵
は
、
正
月
の
年
始
の
時
と
同
じ
く
、
麻
の
袴
を
着
て
い
る
。
現
在
の
盆
行
事
に
は
、
盆
踊

や
盆
綱
引
き
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
『
日
記
』
に
は
み
え
な
い
。
盆
踊
に
は
、
亡
者
の
霊
を
慰
め
る
念
仏
踊
と
、
豊
作
祈
願
の
踊
と
い
う

こ
面
性
が
あ
り
、
西
日
本
に
広
が
る
盆
綱
引
き
も
年
占
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
平
蔵
は
十
六
日
に
精
霊
棚
を
片
付
け
、
そ
れ
か
ら
「
草
刈
候
故
彼
是
と
致
罷
有
候
、
昼
・
5
田
見
へ
出
日
暮
ニ
至
候
」
と
あ

る
。
作
柄
状
況
の
把
握
は
庄
屋
の
職
務
と
し
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
と
の
頃
は
台
風
の
季
節
で
も
あ
る
。
『
日
記
』
に
は
、

六

月

末

か

ら

七

月

初

め

に

か

け

て

犬

雨

の

記

事

が

み

え

、

三

日

、

平

蔵

は

被

害

状

況

の

見

分

に

出

て

お

り
、
「
早
朝
8
水
洗
回
見
分
ニ
停
右
衛
門
と
両
人
罷
出
候
」
と
あ
る
。
「
水
洗
田
」
を
調
査
し
て
被
害
高
を
算
出
し
た
り
、
破
損
し
た
堤
防

の
修
復
策
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
七
月
の
末
に
も
大
雨
が
あ
っ
た
。
筑
前
黒
田
氏
が
大
川
野
宿
を
通
る
と
い
う
の
で
、
人

馬
継
立
て
の
た
め
、
二
十
四
日
か
ら
郡
屋
に
詰
め
て
い
た
平
蔵
は
、
そ
の
夜
か
ら
大
雨
だ
っ
た
と
い
う
。
二
十
五
日
、
黒
田
氏
は
通
過
し

「
近
年
－
一
無
之
大
水
」
と
い
う
。

て
い
き
、
平
蔵
は
「
大
水
哉
、
渡
場
以
ノ
外
込
合
申
侯
」
と
記
す
。
そ
の
日
も
平
蔵
は
郡
屋
に
泊
り
、
翌
二
十
六
日
に
帰
っ
て
き
た
。
平

蔵
は
「
下
拙
一
人
岩
ノ
下
通
り
仕
候
、
然
ル
所
岩
ノ
下
土
取
り
場
ニ
而
踏
ミ
ス
ベ
リ
、
脇
中
迄
水
ニ
打
込
、
其
上
右
ノ
足
大
指
爪
踏
ハ
ナ

シ
、
血
ワ
ラ
ヂ
ノ
染
程
山
山
申
候
」
の
自
に
会
っ
た
。
翌
日
は
、
唐
津
の
藩
役
所
へ
出
張
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
足
を
怪
我
し
た
平
蔵

は
一
日
中
寝
て
い
る
。
乙
の
時
は
、
被
害
状
況
の
調
査
に
出
掛
け
る
余
裕
も
な
か
っ
た
よ
う
で
、
信
斎
塾
へ
の
出
講
も
八
月
四
日
ま
で
休

ん
で
い
る
。



（
八
月
）

と
の
月
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
十
五
夜
。
ど
の
月
で
も
、
望
の
月
が
焦
点
で
は
あ
る
が
、
特
に
八
月
は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
連
歌
や
俳
詣
で

は
特
に
、
花
の
定
座
と
並
ん
で
月
の
定
座
が
規
定
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
で
、
文
芸
の
至
眼
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
重
さ
を
も
っ
て
い
た
。

平
蔵
の
十
五
日
の
行
動
は
、

（
前
略
）
九
つ
時
分
信
斎
へ
出
座
、
輪
講
致
し
（
下
拙
・
加
吉
両
人
也
〉
、
罷
帰
素
麺
イ
タ
ミ
ニ
付
物
ニ
入
ナ
ヲ
シ
、
夫
S
ニ
ウ
メ
ン
致

し
、
夜
ニ
入
月
見
と
申
厳
父
公
ノ
詩
ニ
和
韻
致
、
夫
S
源
右
衛
門
丈
へ
行
（
ス
モ
ウ
ミ
ル
）

と
、
信
斎
裂
で
「
輪
講
」
を
行
い
、
夜
に
は
詩
を
詠
み
、
相
撲
見
物
な
ど
し
て
過
ご
し
て
い
る
。

八
月
の
行
事
の
い
ま
一
つ
の
焦
点
に
八
朔
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
稲
の
実
り
を
祈
願
す
る
意
味
の
「
た
の
み
」
の
日
で
あ
り
、
乙
の
地
域

で
は
、
「
間
ほ
め
節
句
」
・
「
よ
と
づ
ち
節
句
」
・
「
川
魚
節
句
」
な
ど
と
い
う
。
『
日
記
』
の
一
日
に
は
、
「
朝
ノ
聞
料
理
致
し
、
其
後
足
ノ

痛
全
快
無
之
故
、
諸
方
へ
礼
ニ
も
不
出
」
と
あ
り
、
行
事
は
行
っ
て
い
る
が
、
前
月
末
の
怪
我
の
た
め
に
外
出
で
き
な
か
っ
た
。

と
と
ろ
で
、
農
作
業
に
つ
い
て
み
る
と
、

内
ニ
落
シ
テ
ヨ
シ
」
と
あ
る
。

八
月
は
田
の
水
を
落
と
す
月
で
あ
る
。

た
だ
し
、
年
に
よ
り
右
の
通
り
に
行
か
な
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
、

前
掲
の
『
農
要
録
』
に
よ
る
と
、
「
水
田
ハ
彼
岸
ノ

「
其
年
ニ
ヨ
リ
指
略
ア
ル
ベ
シ
」
と
い

ぅ
。
ま
た
、

と
の
月
に
は
麦
の
播
種
も
行
わ
れ
、
彼
岸
の
頃
に
播
け
ば
よ
い
と
い
う
。
二
十
一
日
に
は
「
大
風
吹
」
と
あ
り
、
裏
家
の
屋

根
瓦
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
な
ど
被
害
が
出
た
。
早
速
翌
日
、
平
蔵
は
名
頭
・
年
寄
中
と
と
も
に
、

稲
堤
改
」
を
し
て
い
る
。
坪
刈
り
を
し
た
と
と
ろ
、
「
ひ
へ
閃
・
又
平
田
ニ
而
早
稲
ノ
升
切
り
、
壱
升
五
合
有
之
候
」
と
あ
る
。
そ
の
後
、

被
害
状
況
の
調
査
に
出
て
お
り
、
「
早

二
十
七
日
ま
で
掛
か
っ
て
、
被
害
状
況
を
書
き
上
げ
、
馬
場
組
大
圧
屋
へ
提
出
し
た
。

こ
の
月
、
平
蔵
は
唐
津
へ
の
出
張
な
ど
が
あ
り
、
月
半
ば
に
は
信
斎
塾
へ
の
出
講
を
休
ん
で
い
る
。
信
斎
塾
で
は
、
十
九
日
に
「
子
共

ニ
審
物
教
罷
婦
、
八
つ
時
分
8
大
和
小
学
読
候
而
、
老
人
衆
へ
為
岡
、
暮
ニ
至
候
」
と
あ
り
、
平
蔵
が
庄
屋
グ
ル
ー
プ
だ
け
で
な
く
、
子

供
や
老
人
を
も
対
象
に
幅
広
い
教
育
活
動
を
し
て
い
た
と
と
が
わ
か
ろ
う
。

村
の
生
活
と
年
中
行
事

六七・



村
の
生
活
と
年
中
行
事

」、、
t
、

一／ー，
J

（
九
月
）

九
月
の
最
大
の
行
事
は
、
九
日
の
重
陽
と
「
お
九
日
」
で
あ
る
。
両
者
は
同
じ
節
臼
で
あ
る
が
、
本
質
的
に
何
の
関
係
も
な
い
。
重
陽

は
、
こ
の
日
高
い
丘
な
ど
に
登
り
、
野
外
で
菊
花
澗
を
飲
む
と
い
う
中
国
の
古
俗
が
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
江
戸
幕
府
は
五
節
供
の

一
つ
に
定
め
た
。
『
日
記
』
九
日
に
は
、
前
月
の
十
五
夜
以
来
、
再
び
信
斎
塾
で
「
輪
講
」
を
聞
い
て
お
り
、
甚
九
郎
・
加
吉
ら
四
人
の

参
加
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
節
供
礼
－
一
杢
弥
様
・
上
ノ
屋
敷
・
酒
屋
迄
行
、
日
暮
ニ
罷
帰
」
と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
当
時
の
村
落
内
部

圧
麗
層
間
で
の
「
節
供
礼
」
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
と
と
が
わ
か
る
。

に
お
い
て
も
、

一
方
、
「
お
九
日
」
で
あ
る
が
、
北
部
九
州
で
ほ

般
に
秋
の
収
穫
祭
を
そ
う
呼
び
、

必
ず
し
も
九
日
で
な
い
ζ

と
か
ら
、
「
供
日
」
「
宮
日
」
と
書
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。
「
お
九
日
」
に
は
、

神
酒
に
菊
の
花
を
指
し
た
も
の
を
添
え
て
、
神
棚
や
仏
壇
に
供
え
る
と
か
、
蕎
麦
を
打
っ
て
客
を
呼
ん
だ
り
、
甘
酒
を
造
る
と
い
う
土
地

な
ど
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
現
在
の
「
お
九
日
」
は
、
新
暦
十
月
十
九
・
二
十
日
に
聞
か
れ
て
お
り
、

「
相
知
く
ん
ち
」

な
ど
と
呼
ば
れ
る

熊
野
神
社
の
秋
祭
で
あ
る
。
『
日
記
』
に
よ
る
と
、
「
お
九
日
」
は
十
六
・
七
日
に
聞
か
れ
て
お
り
、
平
蔵
は
十
四
日
か
ら
「
祭
事
入
用
ノ

物
」
を
調
達
す
る
た
め
、
唐
津
城
下
町
へ
人
を
遣
わ
し
て
い
あ
。
十
五
日
も
「
祭
事
入
用
ノ
山
い
も
」
を
掘
り
、
松
茸
も
取
っ
て
き
た
。

十
六
日
は
、
港
主
の
廻
郡
も
あ
っ
て
忙
し
か
っ
た
が
、

祭
事
用
の
料
理
そ
し
、
「
祭
文
」
を
書
い
て
い
る
。
乙
の
目
、
平
蔵
宅
へ
来
た
客

と
し
て
、

此
日
私
宅
ニ
客
来
、
小
野
丈
七
殿
・
同
御
母
儀
・
富
田
政
之
助
殿
・
御
袋
御
出
、
小
野
氏
ハ
笹
原
へ
御
越
被
成
候
、
富
田
政
之
助
殿
・

御
袋
ハ
御
宿
り
被
成
候

と
あ
る
。
馬
場
村
の
向
氏
・
進
藤
氏
な
ど
一
族
か
ら
の
客
が
少
な
い
の
は
、
と
も
に
同
じ
祭
礼
目
だ
っ
た
と
と
に
よ
ろ
う
。
翌
日
の
朝
に

は
祭
膳
の
上
げ
下
げ
も
終
わ
り
、
来
客
も
帰
っ
て
、
平
蔵
は
墓
参
り
な
ど
し
て
過
ご
し
て
い
る
。

さ
て
、
九
月
か
ら
十
月
は
稲
の
収
穫
期
で
あ
る
。
十
一
日
に
は
「
郡
御
組
衆
」
も
作
柄
の
見
分
に
来
て
お
り
、
平
蔵
も
「
手
前
田
作
見



二
十
一
日
に
は
「
早
稲
米
下
シ
」
と
あ
り
、
早
稲
の
収
穫
が
始
ま
っ
て
い
る
。

乙
の
時
期
に
な
る
と
、
庄
屋
で
あ
る
平
蔵
は
、
年
貢
米
の
取
り
立
て
、
そ
の
帳
簿
付
け
、
運
搬
と
い
う
仕
事
が
山
積
み
に
な
る
。
そ
の
う

え
、
こ
の
月
は
黒
田
氏
・
長
崎
奉
行
・
藩
主
の
大
川
野
宿
通
行
が
重
な
り
、
梶
山
村
か
ら
も
罵
・
人
足
を
出
き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
二

十
二
日
、
長
崎
奉
行
と
藩
主
の
通
過
が
近
づ
き
、
平
蔵
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

分
」
に
出
て
い
る
。
十
三
日
に
は
「
稲
八
わ
程
ζ

ぎ」、

明
日
萩
原
伯
誉
守
様
先
キ
御
荷
物
参
侯
付
、
当
組
ぷ
馬
十
七
疋
、
人
足
廿
五
人
今
晩
中
ニ
大
河
野
へ
遺
申
候
様
ニ
申
参
候
付
、
停
吉
ニ

申
付
、
上
ヲ
下
へ
と
か
へ
し
申
侯
、
村
中
人
無
之
、
難
義
千
万
以
ノ
外
ノ
サ
ウ
ト
ウ
也

こ
れ
ま
で
ほ
ぼ
毎
自
の
よ
う
に
信
斎
塾
へ
の
出
講
を
続
け
て
き
た
が
、
右
の
よ
う
な
忙
し
さ
か
ち
、
十
六
日
以
降
は
し
ば
ら

平
蔵
は
、

く
中
止
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

〈
十
月
〉

神
無
月
で
あ
る
。
日
本
中
の
神
々
は
出
雲
へ
参
集
し
、
お
宮
は
空
っ
ぽ
に
な
る
。
神
々
が
留
守
だ
か
ら
、
神
社
の
祭
は
あ
ま
り
な
く
、

そ
れ
と
関
係
な
い
亥
の
子
行
事
が
行
わ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

亥
の
子
は
、
十
月
の
亥
の
日
の
亥
の
刻
に
餅
を
食
し
、
無
病
の
ま
じ
な
い
を
す
る
中
国
の
俗
信
に
基
づ
い
て
、

わ
が
国
で
も
平
安
朝
以

来
行
わ
れ
て
き
た
。
農
村
の
信
仰
で
は
、
亥
の
子
の
紳
を
田
の
神
と
信
じ
た
所
が
多
く
、
と
く
に
西
日
本
で
は
子
供
の
行
事
と
し
て
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
る
。
当
該
地
域
で
は
、
現
在
も
亥
の
子
が
行
わ
れ
て
お
り
、
初
め
の
亥
の
白
が
男
の
亥
の
子
、
二
番
亥
そ
女
の
亥
の
子
と

い
う
。
丸
い
石
に
縄
や
葛
を
何
本
も
つ
け
、
曳
き
上
げ
落
と
し
て
地
面
を
突
く
。
乙
れ
を
持
ち
廻
っ
て
家
々
の
前
で
、
地
を
突
き
な
が
ら

歌
や
唱
え
言
を
す
る
。
各
家
か
ち
お
金
や
餅
を
貰
う
が
、
餅
の
少
な
か
っ
た
家
で
は
余
計
に
突
く
。
余
計
に
突
か
れ
る
と
、
庭
が
く
ぽ
む

の
で
嫌
が
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
ら
の
行
事
に
つ
い
て
、
『
日
記
』
に
は
記
述
は
な
い
。

前
月
か
ら
稲
の
収
穫
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、

と
の
月
も
初
旬
か
ら
忙
し
く
、
平
蔵
は
一
度
も
信
斎
塾
へ
出
講
で
き
な
か
っ
た
。
二
日
に

村
の
生
活
と
年
中
行
事

六
九



村
の
生
活
と
年
中
行
事

七
0 

は
「
千
抱
コ
ギ
メ
足
」
を
修
理
し
、
六
日
に
は
「
飯
後
8
稲
コ
ギ
終
日
出
精
致
候
」
と
あ
忍
。
翌
日
の
記
述
を
あ
げ
る
と
、

一
、
同
七
日

晴
天
、
早
朝
8
稲
コ
ギ
（
全
右
衛
門
畑
・
横
田
一
餅
コ
キ
掛
り
、
四
拾
抱
程
コ
ギ
）
、
終
日
出
精
致
候
、
夜
ニ
入
草
刈
、
早
疲

と
あ
る
。
余
程
疲
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
珍
し
く
短
い
記
述
で
あ
る
。

ζ

の
後
、
「
稲
コ
ギ
」
「
稲
刈
」
の
記
述
は
十
日
で
一
端
途
切
れ
、

つ
ぎ
の
刈
り
入
れ
記
事
は
月
末
か
ら
十
一
月
初
旬
と
な
る
。
稲
刈
の
方
は
長
期
間
な
の
で
、
田
植
え
の
時
と
比
べ
る
と
、
家
内
の
労
働
力

で
済
ま
せ
て
い
る
。
十
日
以
降
の
平
蔵
の
行
動
を
み
る
と
、
十
一
・
十
二
日
は
大
庄
屋
向
杢
弥
の
名
代
と
し
て
、
平
山
上
村
の
新
屋
敷
改

め
に
来
た
役
人
を
応
接
し
、
同
村
に
宿
泊
し
た
。
こ
れ
は
、
「
杢
兄
ハ
大
正
や
中
寄
合
ニ
付
、

た
。
大
庄
屋
の
寄
り
合
い
が
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で
、
少
し
述
べ
て
お
く
と
、
こ
れ
は
「
一
統
評
議
」
と
呼
ば
れ
、
化
政
期
に
は
月
番
大

庄
屋
を
お
の
お
の
二
人
づ
っ
決
め
、
城
下
の
糸
屋
五
兵
衛
方
を
圧
屋
会
所
と
し
て
詰
め
、
藩
役
所
か
ら
の
蝕
逮
や
村
か
ら
の
嘆
願
・
申
請

（

l
v
 

と
こ
で
大
庄
屋
の
寄
り
合
い
が
聞
か
れ
る
。
平
蔵
『
日
記
』
に
は
、
「
組
」
内
の
小
庄
屋
が
集
ま
る
「
組

鏡
へ
被
参
候
」
と
い
う
と
と
か
ら
で
あ
っ

な
ど
を
取
り
次
い
だ
。
そ
し
て
、

中
」
寄
り
合
い
の
記
述
が
あ
り
、

そ
の
上
に
大
庄
屋
寄
り
合
い
が
あ
っ
て
、
二
重
の
庄
屋
会
議
が
聞
か
れ
て
い
た
と
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
平
蔵
は
大
正
屋
の
名
代
を
務
め
た
後
、
「
十
月
帳
」
〈
十
月
の
宗
門
改
帳
）
の
作
成
に
取
り
掛
か
り
、
新
生
児
な
ど
の
吟
味
を
始

そ
の
日
の
内
に
清
書
を
仕
上
げ
て
い
る
。
十

め
た
。
十
四
日
は
、
「
組
中
仲
ケ
間
」
が
集
ま
っ
て
「
十
月
帳
」
の
読
み
合
わ
せ
を
行
い
、

九
日
、
平
蔵
は
「
組
中
仲
ケ
間
」
と
と
も
に
「
宗
門
会
所
」
へ
出
頭
し
、
役
人
と
の
読
み
合
わ
せ
を
行
っ
た
。

前
後
す
る
が
、
平
蔵
は
十
五
日
に
年
貢
米
の
取
り
立
て
を
始
め
て
い
る
。
「
朝
ノ
間
米
取
立
（
初
納
三
十
六
俵
取
申
候
）
、
飯
後
8
庭
帳

と
ぢ
弁
村
中
通
半
分
程
上
害
致
侯
」
と
あ
り
、
初
納
分
三
六
俵
を
取
り
立
て
て
い
る
。
翌
日
も
朝
か
ら
取
り
立
て
を
行
い
、
十
七
日
に
は

「
早
朝
、
米
郷
蔵
ぷ
出
シ
」
と
い
う
よ
う
に
、
郷
蔵
に
集
ま
っ
た
年
貢
米
を
「
米
船
」
で
唐
津
の
藩
蔵
へ
運
ん
で
い
る
。
な
お
、
元
禄
四

〈

2
〉

年
「
村
絵
図
」
に
よ
る
と
、
平
蔵
の
自
宅
裏
に
「
御
蔵
」
の
記
載
が
あ
り
、

ζ

と
に
年
貢
米
を
納
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
十
八
・
十
九

日
は
宗
門
改
め
で
唐
津
出
張
。
二
十
日
は
麦
播
き
。
二
十
二
・
三
日
は
祖
父
の
法
事
。
そ
の
後
も
、
年
貢
米
の
取
り
立
て
・
運
搬
、
普
請



帳
提
出
、
稲
刈
、
麦
搭
き
な
ど
が
あ
り
、
信
斎
塾
へ
出
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

ζ

の
よ
う
な
時
で
も
平
蔵
は
、
唐
津
へ
出
た
折

な
ど
に
、
吉
武
法
命
を
尋
ね
て
「
学
談
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
十
一
月
）

十
一
月
は
じ
め
の
丑
の
日
は
、

「
回
の
神
様
祭
」
が
行
わ
れ
る
。

ζ

れ
は
、
春
に
や
っ
て
き
た
回
の
神
様
が
山
に
帰
る
日
で
あ
る
。
残

し
て
お
い
た
＝
一
株
の
稲
を
刈
り
、

「
重
た
か
／
＼
」
と
唱
え
な
が
ら
荷
っ
て
帰
り
、

箕
に
納
め
る
。
箕
は
土
聞
の
臼
の
上
に
お
き
、
箕
の

中
に
磨
き
上
げ
た
農
具
や
桝
・
杵
な
ど
を
飾
り
、
桝
に
は
餅
十
ニ
個
を
入
れ
、
酒
・
魚
・
灯
明
を
と
も
し
て
祭
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
に
つ

い
て
、
『
日
記
』
に
記
述
は
な
い
。
た
だ
し
、
十
九
日
に
は
「
権
現
へ
宮
参
り
」
と
あ
る
。
「
権
現
」
は
熊
野
権
現
で
あ
り
、
馬
場
組
で
は

馬
場
・
梶
山
・
長
部
面
の
三
カ
村
が
氏
神
と
す
る
。
馬
場
・
梶
山
村
は
十
一
月
十
九
日
を
祭
日
と
じ
て
お
り
、
行
事
内
容
は
わ
か
ら
な
い

が
、
平
蔵
は
前
日
か
ら
「
神
事
ノ
用
意
」
と
し
て
座
敷
を
掃
除
し
た
り
、
灯
燈
の
張
り
替
え
を
し
て
い
る
。

さ
て
、
平
蔵
は
今
月
も
多
忙
で
あ
る
。
一
日
に
は
「
今
日
信
斎
諸
生
出
座
故
、
始
申
候
」
と
あ
り
、
九
月
十
六
日
以
来
、
久
し
ぶ
り
に

信
斎
塾
へ
出
た
。
彼
は
、
翌
日
も
信
斎
塾
へ
出
て
詩
経
の
復
読
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
六
日
に
出
講
し
た
の
み
で
、
す
ぐ
に
開
講
し

た
。
た
だ
し
、
「
先
生

8
返
状
来
、
親
切
ノ
教
諭
也
」
（
二
十
七
日
）
な
ど
と
あ
り
、
手
紙
に
よ
る
「
学
談
」
は
続
け
て
い
る
。
白

平
蔵
の
忙
し
さ
を
み
る
と
、

一
日
は
年
貢
米
六
二
俵
の
取
り
立
て
、
二
日
は
「
山
田
ノ
稲
コ
ギ
」
が
あ
り
、
同
夜
に
は
村
民
を
呼
び
寄

せ
て
コ
両
ノ
出
入
」
を
調
べ
た
。
月
末
に
稲
扱
ぎ
は
大
方
終
わ
あ
が
、
そ
れ
ま
で
は
稲
刈
り
・
稲
扱
ぎ
・
年
貢
米
取
り
立
て
が
同
時
進
行

で
あ
っ
た
。
三

t
五
日
は
麦
を
播
き
、
五
・
六
日
に
は
馬
場
村
で
の
庄
屋
寄
り
合
い
が
聞
か
れ
、

「
人
馬
賃
」
な
ど
の
「
組
中
算
用
」
が

七
・
八
日
は
、
先
日
調
べ
た
「
高
ノ
出
入
」
を
も
と
に
「
高
寄
帳
」
を
作
成
し
た
。
九
日
は
城
下
の
藩
役
所
へ
出
頭
し
、

月
御
免
定
」
を
受
け
取
っ
た
。
平
蔵
は
三
月
に
も
「
土
免
」
の
「
下
札
」
を
貰
っ
て
い
る
が
、

も
の
で
あ
り
、
そ
の
年
に
納
め
る
べ
き
年
貢
量
を
記
し
た

な
さ
れ
た
。

と
れ
は
「
土
免
」
の
切
り
替
え
に
関
す
る

「
御
免
定
」
は
、

一
般
に
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
村
ご
と
に
配
付
さ
れ

村
の
生
活
と
年
中
行
事

－J
M
 



村
の
生
活
＆
年
中
行
事

cji; 

〈

3
）

る
。
こ
の
「
御
免
定
」
に
も
と
づ
き
、
各
村
で
は
「
免
割
」
が
行
わ
れ
、
各
人
の
納
入
高
が
決
定
さ
れ
る
。
梶
山
村
で
は
二
十
日
に
「
免

割
」
が
済
ん
だ
。

一
、
同
廿
日

日
暮
迄
ニ
漸
仕
廻
申
候
、
夜
ニ
入
名
頭
・
百
姓
中
呼
寄
セ
、

致
、
用
捨
十
三
石
ノ
内
三
石
ハ
水
損
御
用
捨
－
一
市
有
之
候
聞
と
申
候
、
水
損
致
侯
回
ニ
見
ハ
カ
ラ
ヒ
割
、
其
外
弱
百
姓
二
通
り
ニ
え

り
御
用
捨
割
符
致
し
、
九
つ
時
分
仕
廻
候
（
後
略
〉

飯
後
8
亀
治
と
高
寄
セ
帳
読
合
、

免
割
之
義
相
談

曇
四
つ
時
分
起
、

各
人
の
持
高
を
記
し
た
「
高
寄
セ
慌
」
を
も
と
に
、

〈

4
〉

「
免
割
」
を
行
う
の
で
あ
る
が
、

名
頭
・
百
姓
も
集
っ
て
「
相
談
」
し
て
い
る
。

ζ

と
で
の
相
談
内
容
は
、
用
捨
高
の
割
り
当
て
に
つ
い
て
で
あ
る
。
用
捨
高
と
は
、
皆
損
引
・
弱
百
姓
引
・
仕
附
用
捨
引
な
ど
の
年
貫
免

除
分
で
あ
り
、
藩
か
ら
下
付
さ
れ
た
「
御
免
定
」
に
は
村
全
体
で
の
用
捨
高
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
と
れ
を
村
内
部
で
各
人
に

割
り
付
け
る
。
翌
日
に
は
「
昨
夜
割
候
御
用
捨
高
ヲ
免
割
帳
ニ
而
指
引
致
、
夫
β
免
掛
ケ
致
、
夜
五
つ
半
比
迄
－
一
回
畑
共
ニ
掛
通
置
」
と

あ
っ
て
、
平
蔵
は
各
人
の
年
貢
納
入
高
の
算
出
を
終
え
て
い
る
。
つ
ぎ
に
は
、
各
人
の
納
入
高
と
割
付
高
の
過
不
足
を
調
べ
ね
ば
な
ら
な

い
。
二
十
六
日
の
記
事
を
あ
げ
る
と
、

一
、
同
廿
六
日

晴
天
、
四
つ
時
分
起
、
上
ノ
屋
敷
へ
伊
勢
講
ニ
ー
参
伎
、
八
つ
時
分
周
知
、
直
ニ
村
中
年
貢
斗
辻
過
不
足
し
ら
べ
書
付
致
、
待
吉
ニ
米
斗

り
催
促
ニ
出
し
、
夫
ぷ
馬
場
へ
行
、
高
取
村
免
割
算
用
致
五
つ
時
分
－
一
仕
廻
申
し
、
其
後
罷
帰
御
種
子
米
弁
ニ
酉
ノ
残
米
ニ
利
算
用

致
、
通
元
帳
ニ
書
写
シ
、
夫
β
庭
帳
・
5
米
書
写
シ
侯
（
亀
治
手
伝
〉
、
其
後
次
方
8
指
次
候
物
書
載
セ
、

又
別
ニ
モ
村
中
ニ
指
次
申

物
書
載
セ
、
九
つ
半
比
仕
廻
イ
ヌ
ル
（
後
略
）

と
あ
る
。

し
か
し
圧
屋
の
職
務
は
、

「
免
割
帳
」
に
も
と
づ
い
て
年
貢
を
徴
収
す
れ
ば
済
む
も
の
で
な
か
っ
た
。
各
百
姓
が
納
め
忍
米
に

は
、
年
貢
分
の
ほ
か
、
種
子
米
の
返
済
分
や
村
財
政
分
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
差
し
引
き
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
種
子
米
や



前
年
未
納
分
に
つ
い
て
は
「
通
元
帳
」
が
あ
り
、
各
百
姓
の
納
入
分
を
記
し
た
「
庭
帳
」
が
あ
り
、
ま
た
村
財
政
の
「
次
方
」
娠
が
あ
っ

た。

ζ

れ
ら
の
帳
簿
を
付
け
、

そ
の
差
し
引
き
を
し
な
が
ら
、
納
入
不
足
の
者
に
は
「
納
米
催
促
」
も
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

こ
の
よ
う
な
状

態
が
年
末
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

（
十
二
月
）

一
年
の
総
仕
舞
い
の
時
だ
が
、
年
中
行
事
の
面
で
は
そ
の
種
の
行
事
は
少
な
く
、
「
御
事
終
い
」
「
門
松
の
営
」

な
ど
正
月
を
迎
え
る
た
め
の
手
続
き
が
行
わ
れ
る
。
『
日
記
』
で
は
、
二
十
四
日
に

蔵
は
大
晦
日
ま
で
唐
津
へ
出
張
し
て
い
た
の
で
、

十
二
月
と
い
う
月
は
、

「す
h

払
」
を
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
ほ
か
、
平

具
体
的
な
正
月
準
備
は
わ
か
ら
な
い
。

’－
2
』

J

、

J
J
J
J
3
L
 

四

t
五
日
は
平
蔵
宅
で
「
お
日
待

ち
」
が
あ
り
、
村
人
が
集
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
前
日
か
ら
「
日
待
買
物
」
を
し
、
四
日
の
「
朝
8
村
日
待
ノ
コ
ト
様
々
世
話
致
シ
、
座
敷

掃
次
致
シ
」
と
あ
る
。
「
座
敷
ハ
ニ
キ
ヤ
カ
シ
ク
」
と
あ
る
よ
う
に
、
村
人
が
座
敷
に
集
ま
り
、
共
同
飲
食
を
し
て
日
の
出
を
待
っ
た
。

乙
の
月
、
平
蔵
は
一
度
も
信
斎
塾
へ
出
て
お
ら
ず
、
諸
業
務
に
追
わ
れ
て
い
る
。
二
日
に
は
藩
役
人
が
来
村
し
て
、
取
り
立
て
状
況
を

視
察
し
て
い
る
。
乙
の
時
期
に
な
る
と
、
皆
済
者
も
出
て
き
て
お
り
、
九
日
の
記
事
を
あ
げ
る
と
、

一
、
同
九
日

晴
天
、
早
朝
8
米
取
立
、
皆
済
致
侯
者
五
六
人
有
之
候
故
、
終
日
掛
り
夜
－
一
入
、
年
寄
中
井
未
進
之
者
共
呼
寄
セ
、
中
勘
相
極
メ
深

更
ニ
及
、
太
一
一
一
次
回
之
事
申
ニ
付
何
－
一
も
坪
明
候
様
ニ
申
侯

と
あ
る
。

ζ

の
後
も
年
末
ま
で
、
米
年
貢
取
り
立
て
の
記
事
が
あ
り
、
同
時
に
未
進
者
へ
の
催
促
が
行
わ
れ
て
い
る
。
二
十
二
日
に
は
、

未
進
者
や
頭
百
姓
を
集
め
て
の
相
談
が
あ
り
、

た
、
最
後
の
津
出
し
の
記
事
を
あ
げ
る
と
、

未
納
分
の
年
貫
米
を

ご
毛
売
り
」

な
ど
の
方
法
で
調
達
す
る
と
と
に
決
ま
っ
た
。
ま

村
の
生
活
と
年
中
行
事

七



村
の
生
活
と
年
中
行
事

古

て
同
廿
五
日

雪
降
、
早
朝
米
下
（
四
十
六
俵
）
、

郷
蔵
払
ニ
而
候
、
其
後
道
手
形
ホ
相
認
遣
申
候
、

ニ
手
前
指
引
、
次
方
払
ホ
、
以
之
外
取
込
難
義
至
極
候
（
後
略
）

夫
8
郷
蔵
取
払
書
付
、
彼
是
終
日
築
サ
ン
井

と
あ
る
。
郷
蔵
か
ら
米
を
出
す
際
に
は
、

そ
の
帳
簿
付
け
の
ほ
か
、
「
道
手
形
」
が
必
要
で
あ
り
、
村
財
政
分
と
の
差
し
引
き
な
ど
、
「
難

儀
」
な
こ
と
が
多
か
っ
た
。

賦
課
さ
れ
た
年
貢
米
の
納
入
が
完
了
す
る
と
、
「
中
勘
」
帳
を
作
成
し
て
藩
に
提
出
す
る
。
乙
れ
に
は
、
村
の
帳
簿
の
ほ
か
に
「
組
中
」

十
四
日
に
は
馬
場
組
の
各
村
圧
毘
が
大
庄
屋
宅
に
泊
ま
り
、

日
に
会
合
し
て
「
組
中
中
勘
相
極
」
と
な
り
、
梶
山
村
で
も
二
十
一
日
に
「
中
勘
本
帳
」
を
仕
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
二
十
六
日
、
馬
場

組
の
圧
屋
は
大
雪
の
な
か
を
「
組
中
間
道
ニ
而
出
津
」
し
た
。
翌
日
、
他
の
庄
屋
と
と
も
に
、
蔵
方
役
所
へ
行
っ
た
平
蔵
は
、

の
「
中
勘
」
帳
が
あ
り
、

「
中
勘
」
帳
に
つ
い
て
討
議
し
た
。
再
度
、
二
十

一
、
同
廿
七
日

雪
降
、
御
蔵
8
米
付
切
候
村
々
ハ
、
勘
定
相
立
帳
面
杯
仕
立
申
候
役
割
有
之
、
下
拙
・
杢
三
郎
・
是
介
・
是
吉
ハ
御
作
物
方
ニ
掛
り

候
付
、
受
取
手
形
ホ
相
認
候

と
あ
る
よ
う
に
、
大
晦
日
ま
で
年
貢
米
・
小
物
成
の
「
惣
目
録
引
合
」
を
行
い
、
梶
山
村
へ
帰
っ
た
の
は
大
晦
日
の
夕
方
で
あ
っ
た
。
そ

れ
か
ら
、
・
歳
暮
礼
に
出
掛
け
、
年
が
明
け
て
か
ら
裏
山
の
熊
野
権
現
ヘ
初
詣
に
出
掛
け
て
い
る
。

ζ

れ
は
「
先
祖
8
ノ
古
礼
故
也
」
で
あ

っ
た
。

〔註〕

（1
）
天
保
十
一
年
『
一
統
評
議
録
』
（
「
諸
問
文
書
」
、
九
州
文
化
史
研
究
施
設
所
蔵
）
。

（2
）
「
峯
家
文
書
」
。

（3
）
ー
梶
山
村
で
は
、
元
禄
四
・
五
・
十
二
年
分
の
「
免
定
」
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
馬
場
村
で
は
元
禄
七
年
か
ら
明
治
三
年
ま
で
一

O
七
通
の
「
免



定
」
が
残
る
（
「
裟
家
文
書
b
。

（4
）
「
峯
家
文
書
」
に
残
る
梶
山
村
の
「
免
割
帳
」
に
は
、
慶
応
三
・
明
治
二
年
分
が
あ
る
。

（5
）
「
峯
家
文
書
」
に
残
る
梶
山
村
の
「
中
勘
幌
」
に
は
、
明
治
三
年
『
皮
午
中
勘
定
』
が
あ
る
。

お
わ
り
に

と
こ
で
は
、
梶
山
村
匝
屋
が
記
し
た
寛
保
二
年
『
日
記
』
を
紹
介
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、

と
れ
か
ら
当
時
の
生
活
サ
イ
ク
ル
を
あ
る
程

度
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。
稲
の
成
育
と
結
び
付
い
た
形
で
営
ま
れ
る
年
中
行
事
は
、
冬
か
ら
年
始
に
か
け
て
の
予
祝
儀
礼
、
春
の
掘

種
儀
礼
、
夏
の
成
育
お
よ
び
災
厄
除
け
の
儀
礼
、
秋
の
収
穫
儀
礼
と
い
う
一
連
の
環
を
な
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
諸
行
事
を
通
し
て
日

平
蔵
は
、

常
生
活
の
順
調
な
展
開
が
す
す
め
ら
れ
る
。

と
れ
ら
の
年
中
行
事
の
ほ
か
に
、

定
期
的
な
伊
勢
講
や
論
語
・
孟
子
等
の
「
輸

講
」
を
聞
い
て
お
り
、
そ
の
生
活
は
決
し
て
閉
鎖
的
な
も
の
で
な
く
、
広
範
囲
か
つ
変
佑
に
富
ん
だ
日
々
で
あ
っ
た
。
彼
の
私
生
活
の
な

か
で
、
信
斎
塾
を
中
心
と
し
た
教
育
活
動
は
と
く
に
特
徴
的
で
あ
り
、
九

t
十
月
以
降
の
多
忙
な
時
期
を
除
く
と
、
ほ
ぽ
毎
日
「
山
山
講
」

し
て
い
る
。
信
斎
塾
の
ほ
か
、
吉
武
法
命
に
学
ん
だ
圧
屋
層
が
設
立
し
た
民
間
私
塾
に
は
、
平
原
村
の
強
亭
、
玉
島
村
の
習
化
堂
、
徳
須

恵
村
の
買
珠
亭
、
海
士
町
の
新
々
亭
、
佐
志
村
の
時
習
亭
、
吉
井
村
の
思
順
亭
な
ど
が
あ
り
、
民
衆
教
化
が
行
わ
れ
た
。
な
お
、
平
蔵
は

明
和
四
年
に
信
斎
裂
を
修
理
し
て
希
賢
堂
と
改
め
、
乙
と
を
高
等
教
育
の
場
と
し
、
手
習
い
・
素
読
・
算
盤
の
初
等
教
育
の
場
と
し
て
培

根
塾
を
設
け
て
い
る
。

「
峯
家
文
書
」
に
は
、

明
和
八
年
『
希
賢
堂
諸
生
出
処
帳
』
な
ど
の
教
育
関
係
史
料
も
数
多
く
践
っ
て
お
り
、

そ

の
活
動
内
容
を
う
か
が
う
ζ

と
が
で
き
る
。

ま
た

本
稿
で庄
も屋
「層
出を
講中
」心
立と

器 K
L.. 山、

の教
由育
催 活
を動
指 の
摘展
し関
Tこに

につ
過 い
ぎて
な
い市
。町

唐村
津史
藩 の
lT ほ
云か
けに
る本
教格
育 的
史 な
は研
、究
藩は
校寡
対 聞
私 Iζ
塾し
、て

武 知
士ら
教 な

こ
の
よ
う
な
、

村
の
生
活
と
年
中
行
事

七
五



村
の
生
活
と
年
中
行
事

七
回よー
ノ、

育
対
農
民
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
も
興
味
あ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
塾
か
ら
「
虹
の
松
原
」

一
撲
の
指
導
者
も
出
て
お
り
、

そ
の
主
張
を
貫
く
だ
け
の
見
識
は
ど
の
よ
う
に
し
て
培
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。


